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は
じ
め
に

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
は
何
か

本
稿
は
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル

(
P

ate
n

t
T

ro
ll)

の
構
造
と
法
的
戦
略
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
自
ら
所
有
す
る
特
許
権
に
基
づ
き
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
威
迫
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な

る
企
業
等
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス

(
特
許
許
諾)

料
や
損
害
賠
償
金
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
個
人
や
企
業
ま
た
は
組
織
を
指
す
言
葉
で
あ

る
。｢

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル｣
の
用
語
は
、
元
イ
ン
テ
ル
社
のP

e
te

r
D

e
tk

in

が
は
じ
め
て
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
、｢

パ

テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
あ
る
特
許
に
つ
い
て
、
そ
の
特
許
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
利
用
し
て
お
ら
ず
、
利
用
す
る
意
思
も
な
く
、
ま
た

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
利
用
し
た
こ
と
自
体
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
特
許
を
使
っ
て
莫
大
な
利
益
を
上
げ
よ
う

と
画
策
す
る
個
人
や
企
業
体
ま
た
は
組
織
を
指
す｣
と
述
べ
た

(

�)

。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
保
有
す
る
特
許
権

を
利
用
し
て
製
品
の
製
造
や
販
売
を
行
わ
な
い
が
、
一
方
で
、
訴
訟
提
起
を
目
的
と
し
て
倒
産
し
た
企
業
や
個
人
か
ら
所
有
す
る
特

許
を
買
い
集
め
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
明
家
か
ら
特
許
の
仕
入
れ
な
ど
を
行
う
こ
と
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の

｢

ト
ロ
ー
ル｣

の
用
語
は
、
も
と
も
と
北
欧
伝
承
に
登
場
す
る
洞
窟
に
住
む

｢

怪
物｣

の
こ
と
で
あ
る

と
言
わ
れ
る

(

�)

。｢

ト
ロ
ー
ル｣

は
、
橋
の
下
な
ど
に
隠
れ
て
、
通
り
が
か
り
の
旅
人
を
脅
し
て
食
品
や
金
品
を
奪
っ
た
り
す
る
。
パ

テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
、
獲
物
が
市
場
で
た
っ
ぷ
り
と
稼
い
だ
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
金
銭
の
支
払

い
を
求
め
る
姿
が
、
北
欧
伝
承
の

｢

怪
物｣

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
。
自
ら
所
有
す
る
特
許
権
の
侵
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害
を
訴
訟
等
で
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
法
的
に
は
何
の
問
題
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
は
悪
く
、

｢
特
許
訴
訟
業｣

(
p

ate
n

t
litig

atio
n

firm
)

、｢

専
門
的
特
許
訴
訟
屋｣

(
p

ro
fe

ssio
n

al
p

ate
n

t
litig

an
t)

、｢

特
許
権
主
張
会
社｣

(
p

at-

e
n

t
asse

rtio
n

co
m

p
an

y)

や

｢

特
許
海
賊｣

(
p

ate
n

t
p

irate
s)

等
と
称
さ
れ
て
い
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
自
ら
の
特
許
権
を
実
施
し
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
所
有
す
る
特
許
に
基
づ
い
て
製
品
を
開
発
し
た
り
、

生
産
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
の
た
め
、｢

非
実
施
事
業
体｣
(

N
o

n
-P

e
rfo

rm
in

g
E

n
titie

s,
N

P
E
)

と
も
称
さ
れ
る

(

�)

。
こ
の

｢

非
実

施
事
業
体｣

は
、
特
許
発
明
を
実
施
し
な
い
民
間
の
研
究
機
関
や
大
学
な
ど
の
法
人
や
組
織
を
含
む
こ
と
が
あ
り
、
パ
テ
ン
ト
・
ト

ロ
ー
ル
よ
り
も
概
念
が
広
い
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
特
許
権
の
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

そ
の
た
め
に
特
許
権
の
譲
り
受
け
や
買
取
り
を
行
い
、
こ
の
買
取
っ
た
特
許
権
を
武
器
に
し
て
目
を
付
け
た
企
業
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス

料
や
損
害
賠
償
金
を
収
益
と
し
て
獲
得
す
る
。
こ
れ
が
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
の
特
徴
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
組
織
の
構
造
と
特
徴
だ
け
で
な
く
、
そ
の
法
的
戦
略
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ

の
た
め
、
第
一
章
で
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
構
造
を
分
析
し
、
そ
の
法
的
戦
略
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
特

許
権
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
規
定
と
特
許
政
策
の
特
徴
に
つ
い
て
、
つ
づ
い
て
第
三
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
特
許
訴
訟
の
構
造
と

現
実
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

日
本
の
大
手
メ
ー
カ
ー
が
こ
の
よ
う
な
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
か
ら
特
許
権
侵
害
訴
訟
で
訴
え
ら
れ
、
多
額
の
和
解
金
を
支
払
わ

さ
れ
る
事
態
も
相
次
い
で
い
る
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
問
題
は
日
本
の
製
造
業
者
に
と
っ
て
も
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。

(

�)

ア
メ
リ
カ
で
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
扱
っ
た
論
考
は
お
び
た
だ
し
い
数
が
あ
る
が
、
単
行
本
は
少
な
い
。
と
く
にJ

E
F

F
R

E
Y

M
A

T
S

U
U

R
A
,

J
E

F
F

E
R

S
O

N
v
.
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H
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L

S
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L
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E

R
S

IO
N
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IN
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L
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E
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U
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L
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R
O
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R
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n
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V
irg

in
ia

P
re

ss,
2

0
0

8)

は
、
歴
史
的
、
思
想
的
考
察
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
考
え
方
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、U

N
IT

E
D

S
T

A
T

E
S

C
O

N
G

R
E

S
S

H
O

U
S

E
O

F
R

E
P

R
E

S
E

N
,

P
A

T
E

N
T

T
R

O
L

L
S
:

F
A

C
T

O
R

F
IC

T
IO

N
?
(

B
ib

lio
g

o
v
,

2
0

1
0)

は
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
議
会
の
統
計
資
料
や
記
録
な
ど
を
も
と
に
し
て
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
実
態
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
活
動
の
特
徴
に
つ
き
以
下
の
比
較
的
最
近
の
論
文
を
参
照
し
た
。R

o
b
e

rt
P

.
M

e
rg

e
s,

T
h

e
T

rou
b

le
w

ith
T
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In
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R
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p
le
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ts
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rolls,”
M
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tru
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n
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E
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R
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2
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E
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E
L

E
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T
E
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H
.

L
.

J.

1
1

2
1
(
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0
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Jam

e
s

F
.

M
cD

o
n

o
u

g
h

III,
C

o
m

m
e

n
t:

T
h

e
M

yth
of

th
e

P
a

ten
t

T
roll:

A
n

A
ltern

a
tive

V
iew

of
th

e
F

u
n

ction
of

P
a

ten
t

D
ea

lers
in

a
n

Id
ea

E
con

om
y,

5
6

E
M

O
R

Y
L

.
J.

1
8

9
(

2
0

0
6)

;
C

h
risto

p
h

e
r

A
.

C
o

tro
p

ia,
T

h
e

In
d

ivid
u

a
l

In
ven

tor
M

otief
in

th
e

A
ge

of
th

e
P

a
ten

t
T

roll,
1

2
Y

A
L

E
J.

L
.

&
T

E
C

H
.

5
2
(

2
0

0
9)

;
an

d
R

y
an

E
d

d
in

g
s,

C
o

n
su

m
e

r
N

e
w

s
:

T
rolls

a
n

d
T

ita
n

s
T

a
k

e
F

igh
t

to

T
op

C
ou

rt,
1

8
L

O
Y .

C
O

N
S

U
M

E
R

L
.

R
E

V
.

5
0

3
(

2
0

0
6)

.

(

�)
S

ee
T

rollin
g

for
D

olla
rs,

R
E

C
O

R
D

E
R
,

Ju
ly

3
0
,

2
0

0
1
,

at
1
(

b
y

P
e

te
r

D
e

tk
in

,
co

-fo
u

n
d

e
r

an
d

m
an

ag
in

g
d

ire
cto

r
o

f

In
te

lle
ctu

al
V

e
n

tu
re

s)
.

(

�)
N

P
E

に
当
た
る
企
業
や
個
人
を
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
有
名
な
ト
マ
ス
・
エ
ジ
ソ
ン

は
、
し
ば
し
ば
自
分
の
特
許
発
明
を
第
三
者
に
ラ
イ
セ
ン
ス
し
て
い
た
が
、
エ
ジ
ソ
ン
を
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

大
学
に
つ
い
て
は
、
自
ら
生
産
し
た
り
せ
ず
権
利
侵
害
者
に
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
要
求
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル

と
見
做
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
評
価
は
分
か
れ
る
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
の
ラ
ム
リ
ー
教
授
は
こ
の
点
に
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関
し
て
大
学
が
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
。S

ee
M

ark
A

.
L

e
m

le
y
,

A
re

U
n

iversities
P

a
ten

t
T

rolls
?

1
8

F
O

R
D

H
A

M
IN

T
E

L
L .

P
R

O
P .

M
E

D
IA

&
E

N
T
.

L
.

J.
6

1
1
(

2
0

0
8)

.

し
か
し
、
大
学
は
訴
訟
を
前
提
に
特
権
を
買
い
集
め
た
り
し
な
い
の
で
、

本
稿
で
は
、
大
学
を

｢

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル｣

に
は
含
め
な
い
。

(

�)
著
者
は
二
〇
〇
八
―
九
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
在
外
研
究
中
に
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
特
許
侵
害
訴
訟
の
実
務
を
知
る
機
会
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
場
所
は
、
デ
ィ
・
ピ
ッ
ト
ニ
ー
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
法
律
事
務
所
、
事
案
は
、
電
子
関
係
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
専
門

と
す
る
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
知
ら
れ
た
企
業
が
日
本
の
複
数
の
家
電
メ
ー
カ
ー
を
特
許
権
侵
害
で
訴
え
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
う
ち
の
日
本
の
家
電
メ
ー
カ
ー
の
た
め
に
法
務
対
応
を
お
こ
な
っ
た
法
律
事
務
所
で
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
、
マ
ー

ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
お
よ
び
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
各
段
階
ま
で
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
戦
略
と
被
告
企
業
の
応
答
の

様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
一
章

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
構
造
と
法
的
戦
略

(

１)

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
構
造

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
も
っ
ぱ
ら
交
渉
の
対
象
と
し
た
企
業
に
対
し
、
特
許
権
侵
害
を
警
告
し
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
や
賠
償
金

の
支
払
い
を
求
め
、
そ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
に
着
手
す
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
特
許
に
基
づ
い
た
製
品
の
開
発
や
製
造

は
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
特
許
権
の
買
入
れ
や
訴
訟
の
コ
ス
ト
を
支
え
る
資
金
源
が
問
題
と
な
る
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
ビ

ジ
ネ
ス
を
支
え
る
資
金
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
調
達
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
構
造
を
示
し
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。

図
１
に
示
す
よ
う
に
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
主
に
銀
行
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
や
フ
ァ
ン
ド
な
ど
の
機
関
投
資
家
や
資
金

力
あ
る
個
人
投
資
家
か
ら
活
動
資
金
を
調
達
す
る
。
そ
れ
以
外
に
も
特
定
の
特
許
権
や
特
定
商
品
を
構
成
す
る
特
許
権
を
集
積
し
た
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特
許
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
証
券
化
し
、
そ
れ
ら
を

市
場
を
通
じ
て
個
人
投
資
家
に
販
売
す
る
な
ど
の

方
法
で
資
金
集
め
を
行
う
。
投
資
の
場
合
、
そ
の

投
資
金
額
に
応
じ
て
パ
テ
ン
ト
の
ラ
イ
セ
ン
ス
料

収
入
や
特
許
権
侵
害
訴
訟
で
獲
得
さ
れ
た
和
解
金

や
評
決
額
等
の
損
害
賠
償
金
を
分
配
の
果
実
と
し

て
随
時
配
当
が
な
さ
れ
る
。
証
券
の
所
有
者
に
も

証
券
の
額
面
額
に
応
じ
て
定
期
的
配
当
が
な
さ
れ

る
。
市
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
許
権
の
証
券
化

や
特
許
に
よ
る
侵
害
訴
訟
の
収
益
を

｢

有
望
な
投

資
商
品｣

と
位
置
付
け
、
大
量
の
投
資
マ
ネ
ー
が

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
流
入
す
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

ア
メ
リ
カ
で
は
す
で
に
五
〇
〇
社
を
超
す
パ
テ
ン

ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
存
在
す
る

(

�)

。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
近
い
未
来
に
ブ
ー

ム
と
な
る
で
あ
ろ
う
商
品
に
関
係
す
る
特
許
権
を

率
先
、
先
行
し
て
買
い
集
め
る
。
特
許
を
買
い
求
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図１ パテントトロール資金の流れ

個人発明家等
ターゲット (被告会社)

パテントトロール

(個人発明家､ 特許弁護士､

法廷弁護士､ 経営コンサルタント､

会計士､ 技術者､ 等)

銀行・保険会社・
証券会社等

機関・個人投資家・
ファンド

個人投資家

配当投資配当投資配当投資

買入れ 支払い 警告､ 交渉､ 訴え 賠償金支払い



め
る
対
象
は
、
個
人
発
明
家
、
小
規
模
企
業
あ
る
い
は
倒
産
企
業
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
望
な
特
許
権
を
先
行
投
資
で
集

約
的
に
買
い
集
め
る
こ
と
が
第
一
義
的
な
戦
略
と
な
る
。
他
方
で
、
そ
の
所
有
す
る
特
許
の
範
囲
内
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
特
許
技

術
を
開
発
し
、
商
品
化
し
、
市
場
で
十
分
に
収
益
を
上
げ
た
企
業
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
次
の
重
要
な
戦
略
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
有
力
な
メ
ー
カ
ー
が
い
ず
れ
商
品
化
す
る
と
思
わ
れ
る
次
世
代
の
技
術
や
製
品
に
つ
い
て
予
測
で
き
る

研
究
者
や
技
術
者
を
そ
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
雇
い
入
れ
、
市
場
や
商
品
の
分
析
を
行
う
。
と
く
に
世
界
的
規
模
の
市
場
に
拡
大

し
た
新
商
品
を
入
手
し
、
そ
れ
ら
を
解
体
・
分
析

(

リ
バ
ー
ス
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ)

し
、
自
己
が
所
有
す
る
特
許
権
侵
害
の
技

術
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
探
る
。
つ
ま
り
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
関
心
を
持
つ
特
許
関
係
商
品
や
技
術
は
、
対
象

と
な
る
市
場
規
模
が
大
き
く
、
す
で
に
多
く
の
企
業
が
利
用
し
て
い
る
発
明
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
産
業
全
体
が
構
造
的
に
標
準
化
モ
デ
ル
に
依
存
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
の
よ
う
な
通
信
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
Ｉ
Ｔ
業

界
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
割
合
は
高
い

(

�)
。

(

２)

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
法
的
戦
略

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
戦
略
は
単
純
で
あ
る
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
そ
の
所
有
す
る
特
許
と
類
似
し
た
技
術
を
開
発
し
、

製
品
化
し
た
企
業
を
見
つ
け
出
し
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
支
払
い
を
求
め
る
か
、
そ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
訴
訟
提
起
に
言
及
し
て

ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
締
結
に
圧
力
を
加
え
る
か
、
実
際
に
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
る
。

そ
の
た
め
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
最
初
に
特
許
権
侵
害
の
事
実
に
つ
い
て
の
確
証
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
許
権
侵
害
を

主
張
す
る
警
告
書

(
w

arn
in

g
le

tte
r)

を
多
く
の
メ
ー
カ
ー
へ
送
り
付
け
る
。
警
告
書
に
は
、
①
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
側
に
特
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許
権
が
あ
る
こ
と
、
②
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
企
業
が
当
該
特
許
権
を
侵
害
し
た
事
実
の
指
摘
、
③
当
該
特
許
の
使
用
停
止
の
要
請
、

④
ラ
イ
セ
ン
ス
交
渉
に
は
応
じ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
⑤
対
応
次
第
で
は
法
的
手
段

(

訴
訟
あ
る
い
はIT

C
,

国
際
貿
易

委
員
会
等
の
委
員
会
へ
の
申
立)

の
可
能
性
、
の
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
る

(

�)

。
警
告
書
を
受
け
取
っ
た
会
社
は
、
①
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー

ル
の
特
許
の
有
効
性
の
チ
ェ
ッ
ク
、
お
よ
び
②
名
指
し
さ
れ
た
商
品
の
特
許
権
侵
害
事
実
の
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
行
う
。
そ
の
結
果
、

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
警
告
書
が
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
③
使
用
停
止
の
要
請
や
ラ
イ
セ
ン
ス
交
渉
に
は
応
じ
な
い
、
と

の
回
答
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
暫
く
し
て
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
か
ら
再
度
、
法
的
手
段
を
取
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
告
知
書
が

送
付
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
も
拒
否
し
て
い
る
と
、
訴
状
が
送
達
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
訴
訟
資
金
を
準
備
し
た
段
階
で
、
複
数
の

被
告
企
業
を
相
手
に
一
斉
に
訴
訟
を
起
す
場
合
や
、
莫
大
な
利
益
が
見
込
ま
れ
る
市
場
最
大
手
の
一
、
二
社
に
的
を
絞
っ
て
訴
訟
を

仕
掛
け
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
特
許
権
侵
害
の
主
張
に
対
し
て
確
証
が
な
い
場
合
や
、
将
来
の
法
的
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
に
特
許
権

侵
害
訴
訟
に
お
い
て
通
常
と
ら
れ
る
選
択
肢
は
、
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス

(
cro

ss
lice

n
se)

を
と
り
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
ク
ロ
ス

ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
と
は
、
特
許
権
所
有
者
同
士
が
互
い
に
相
手
の
所
有
す
る
特
許
権
の
利
用
を
可
能
と
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
こ

と
で
あ
る
。
通
常
は
、
特
許
権
の
使
用
に
は
使
用
料
が
発
生
す
る
が
、
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
結
ん
だ
場
合
に
は
、
特
許
使

用
料
を
支
払
わ
ず
に
相
手
の
特
許
や
発
明
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
は
、
交
換
条
件
的
に
特
許

権
使
用
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
相
互
の
技
術
利
用
に
よ
っ
て
よ
り
質
の
高
い
技
術
や
商
品
の
開
発
を
推
進

し
、
相
乗
効
果
的
に
技
術
の
応
用
や
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
生
み
出
す
効
果
も
あ
る

(

�)

。
と
こ
ろ
が
、
先
に
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述
べ
た
よ
う
に
パ
テ
ン
ト
・
ロ
ー
ル
は
自
ら
の
特
許
権
を
実
施
し
な
い
し
、
製
造
も
お
こ
な
わ
な
い
た
め
、
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス

交
渉
の
余
地
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
会
社
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支
払
う
か
、
訴
訟
に
応
じ
る
か
の
二
つ
に

一
つ
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
側
か
ら
す
れ
ば
、
警
告
書
を
送
り
つ
け
る
だ
け
で
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

訴
訟
を
提
起
し
、
続
行
す
る
費
用
、
時
間
、
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
、
効
率
的
に
現
金
収
入
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
訴
訟
と

な
っ
た
場
合
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
、
豊
か
な
資
金
に
支
え
ら
れ
て
法
廷
技
術
に
長
け
た
専
門
の
訴
訟
弁
護
士
を
繰
り
出
し
て

訴
訟
だ
け
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
会
社
は
、
自
ら
の
本
来
の
中
心
的
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
製
造

活
動
を
継
続
し
な
が
ら
、
他
方
で
訴
訟
を
行
う
費
用
、
時
間
、
手
間
を
や
り
く
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
切
迫
し
た
状
況
に

追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う

(

�)

。
訴
訟
の
た
め
に
弁
護
士
を
雇
っ
て
戦
う
に
は
、
高
額
の
費
用
と
長
い
時
間
が
か
か
り
、
経
営
責
任
者
や
開

発
担
当
者
が
宣
誓
供
述

(
d
e

p
o

sitio
n)
に
応
じ
た
り
、
裁
判
の
準
備
を
お
こ
な
う
た
め
に
相
当
な
時
間
を
取
ら
れ
る
。
訴
訟
が
長

引
く
場
合
、
製
品
の
開
発
や
販
売
計
画
が
狂
っ
た
り
、
市
場
で
の
信
用
や
顧
客
に
不
安
感
を
与
え
、
顧
客
や
商
機
を
逃
し
て
し
ま
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
も
不
法
行
為
訴
訟
で
は
、
損
害
賠
償
請
求
だ
け
で
な
く
、
特
許
侵
害
を
受
け
た
と
さ
れ
る
特
定
商
品
の
製
造
や
市
場
へ
の
出

荷
停
止
を
伴
う

｢

差
止
め｣

が
請
求
さ
れ
る
。
し
か
も
、
裁
判
所
が
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て

｢

差
止
め｣

を
拒
否
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
控
訴
事
件
を
引
き
受
け
る
合
衆
国
巡
回
区
控
訴
裁
判
所

(
U

n
ite

d

S
tate

s
C

o
u

rt
o

f
A

p
p

e
als

fo
r

th
e

F
e

d
e

ral
C

ircu
it,

C
A

F
C
)

が
、｢

差
止
め｣

を
一
貫
し
て
支
持
し
て
き
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
ほ
ぼ
自
動
的
に
差
止
命
令
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
例
の
傾
向
は
、
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パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
は
訴
訟
を
利

用
す
る
最
大
の
武
器
と
な
る

(

�)

。

裁
判
所
が
被
告
企
業
の
事
業
や
販
売
の
差
止

請
求
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
告
企
業
は
、

損
害
賠
償
を
支
払
う
以
上
の
損
失
や
ダ
メ
ー
ジ

を
受
け
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
パ
テ
ン
ト
・

ト
ロ
ー
ル
に
求
め
ら
れ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支

払
っ
て
で
も
早
期
に
解
決
を
図
り
、
パ
テ
ン
ト
・

ト
ロ
ー
ル
を
黙
ら
し
た
方
が
安
く
つ
く

(

収
益

に
結
び
つ
く)

と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

こ
そ
が
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
狙
い
で
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
ラ

イ
セ
ン
シ
ン
グ
戦
略
は
、｢

最
低
限
の
経
費
で
、

最
大
限
の
利
益
を
、
最
短
で
獲
得
す
る｣

こ
と

に
な
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
し
て
訴
訟
活
動
が
主
た
る
ビ
ジ

ネ
ス
の
目
的
で
あ
る
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
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表１ どのような会社がターゲットになっているか？ (件数)

No. Company Name 2008 2009 2010 2011 2012 Total

1 Apple 18 26 34 43 44 165
2 Hewlett Packard 27 27 36 34 19 143
3 Samsung 12 10 21 43 37 123
4 Dell 8 28 23 36 19 114
5 Sony 13 22 20 32 22 109
6 AT&T 17 16 22 31 22 108
7 HTC 15 11 23 31 23 103
8 LG 13 10 23 29 24 99
9 Microsoft 16 22 12 30 16 96
10 Amazon.com 5 13 20 35 20 93
11 Verizon 13 13 17 25 24 92
12 Google 10 16 10 30 22 88
13 BlackBerry 15 11 13 28 20 87
14 Nokia 13 14 14 24 10 75
15 Panasonic 12 20 12 19 10 73
16 Toshiba 8 15 12 21 15 71
17 Sprint Nextel 12 14 8 18 15 67
18 Motorola Solutions 17 12 17 10 9 65
19 Cisco 9 13 15 16 8 61
20 Motorola Mobility 2 8 31 18 59
28 Kyocera 8 7 10 13 10 48

Source : PatentFreedom � 2013. Data captured as of January 18, 2013.



と
っ
て
、
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
ま
で
を
見
据
え
た
タ
ー
ゲ
ッ
ト
企
業
の
選

択
や
、
そ
の
行
動
時
期
を
選
択
す
る
の
は
最
も
重
要
な
戦
略
的
判
断
と
な
る
。

前
頁
の
表
１
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
を
含
むN

E
P

に
よ
っ
て
頻
繁
に

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
る
企
業
の
リ
ス
ト
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
日
本
企
業
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
会
社
と
し
て
上
位
に
位
置
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

上
記
の
グ
ラ
フ
１
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
を
含
むN

E
P

に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
年
次
別
の
特
許
権
侵
害
訴
訟
数
の
増
減
を
示
す
も
の
で
あ
る

(

�)

。

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
、
急
激
に

増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

訴
訟
活
動
を
主
た
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
す
る
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
と
っ
て

も
、
訴
訟
提
起
す
る
よ
り
も
、
で
き
れ
ば
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
ラ
イ
セ
ン
ス

料
の
支
払
い
を
受
け
た
り
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
交
わ
し
た
り
す
る
こ
と
の

方
が
低
コ
ス
ト
で
好
ま
し
い
。
し
か
も
一
社
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
得
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
他
の
同
種
の
企
業
も
ド
ミ
ノ
倒
し
の
よ
う
に
そ
れ
に
倣
う

可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
コ
ス
ト
が
高
い
訴
訟
を
選
択
す
る

場
合
は
、
先
に
述
べ
た

｢
差
止
め｣

を
武
器
と
し
て
、
そ
れ
が
一
番
効
果
的
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

144 259 237 235 381 390 519 558 545
620

1211

2414

グラフ１ NPEによって提起された特許権侵害訴訟の年次別増減 (Patent

Lawsuits Involving NPEs Over Time)



に
働
く
企
業
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

３)
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
訴
訟

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
訴
訟
提
起
が
い
か
に
被
告
企
業
に
と
っ
て
驚
異
的
な
も
の
と
な
る
か
に
つ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー

(
B

lack
B

e
rry)

の
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
見
て
お
き
た
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
は
、
北
米
で
広
く
普
及
し
、
人
気
の
高
か
っ
た
携
帯

電
話
機
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
本
件
で
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
特
許
権
侵
害
訴
訟
が
功
を
奏
し
、
巨
大
な
和
解
額
の
支

払
い
に
よ
る
裁
判
上
の
和
解
で
決
着
し
た
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
比
較
的
小
規
模
の
パ
テ
ン
ト
・

ト
ロ
ー
ル
会
社(

N
T

P)

が
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
の
製
造
会
社
、
リ
サ
ー
チ
・
イ
ン
・
モ
ー
シ
ョ
ン
社(

R
e

se
arch

In
M

o
tio

n
,

R
IM
)

か
ら
約
六
億
ド
ル

(

当
時
の
為
替
レ
ー
ト
の
日
本
円
で
約
六
五
〇
億
円)

の
和
解
金
の
支
払
い
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。

問
題
と
な
っ
た
特
許
技
術
は
、
も
と
も
とT

e
le

fin
d

と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
小
さ
な
会
社
の
社
長

(

技
術
者)

に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、

そ
の
後
に
同
社
に
参
加
し
た
研
究
者
の
協
力
に
よ
っ
て
更
な
る
開
発
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
社
は
、
研
究
開
発
技
術
で
特

許
を
取
得
し
て
製
品
を
製
造
開
発
し
、
事
業
を
興
し
て
い
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
経
営
状
況
は
思
わ
し
く
な
く
、
常
に
倒
産
の
危
機

に
瀕
し
て
い
た
。
結
局
、T

e
le

fin
d

は
、
当
該
特
許
を
製
品
化
し
た
り
、
ラ
イ
セ
ン
ス
化
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
破
産
し
、
本
件

で
問
題
と
な
っ
た
六
件
の
特
許
を
原
告
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
会
社
で
あ
るN

T
P

に
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
のN

T
P

は
こ
の
六
件
の
特
許
を
取
得
す
る
と
、
同
社
が
保
有
す
る
携
帯
端
末
向
け
電
子
メ
ー
ル
の
サ
ー

ビ
ス
関
連
特
許
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
ま
ず
、
携
帯
電
話
事
業
者
大
手
のA

T
&

T

、M
o

b
ility

、L
L

C

、V
e

rizo
n

W
ire

le
ss

、

S
p

rin
t

N
e

x
te

l
C

o
rp

.

お
よ
びT

-M
o

b
ile

U
S

A
,

In
c.

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
訴
訟
提
訴
し
た
。N

T
P

は
つ
づ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
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リ
ー
の
製
造
と
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
るR

IM

社
に
対
し
て
も
訴
訟
提
起
を
行
っ
た
。N

T
P

は
各
社
が
無
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で

の
携
帯
端
末
向
け
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
関
連
事
業
を
停
止
す
る
差
止
め
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
損
害
賠
償
も
要
求
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、R

IM

社
は
訴
訟
でN

T
P

の
特
許
は
先
行
技
術

(
p

rio
r

art)

に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
が
、N

T
P

は
そ
れ
ら
の

特
許
は
一
九
九
〇
年
末
に
発
明
が
完
成
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
東
部
地
区
合
衆
国
地
方
裁
判
所
は
そ
の
主
張
を
認

め
た

(

�)

。
同
訴
訟
で
は
、
同
地
裁
は
、R

IM

社
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
さ
せ
る
差
止
命
令
を
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー

が
使
用
停
止
に
追
い
込
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
数
百
万
人
の
ユ
ー
ザ
ー
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。R

IM

社
は
当
該
商

品
を
市
場
で
販
売
で
き
な
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
特
許
侵
害
品
を
製
造
し
て
い
る
工
場
の
操
業
停
止
ま
で
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
結
局
、
販
売
停
止
に
よ
る
致
命
的
リ
ス
ク
を
感
じ
取
っ
たR

IM

社
は
、
同
地
裁
の
和
解
勧
告
を
受
け
入
れ
、N

T
P

に
六
億
一

二
五
〇
万
ド
ル
の
支
払
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
に
従
い
、N

T
P

は
、R

IM

社
が
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
を
含
む
事
業
を
自
由
に
継

続
す
る
権
利
を
容
認
し
た

(

�)

。

こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
訴
訟
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
功
す
る
こ
と
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
後
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
会
社
の
増
加
と
そ
れ
に
よ
る
訴
訟
件
数
が
増
加
し
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
戦
略
を
支
え
る
ア
メ
リ
カ
の
パ
テ
ン
ト
政
策
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

�)

特
許
権
の
証
券
化
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
お
も
に

D
A

V
ID

G
.

L
U

E
N

B
E

R
G

E
R
,

IN
V

E
S

T
M

E
N

T
S

C
IE

N
C

E
,

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
E

D
IT

IO
N

(
O

x
fo

rd
U

n
iv

e
rsity

P
re

ss,
2

0
0

9)
,

M
.

C
IR

A
P

E
R

N
A

&
M

A
R

IL
E

N
A

S
IB

IL
L

O
,

M
A

T
H

E
M

A
T

IC
A

L
A

N
D

S
T

A
T

IS
T

IC
A

L
M

E
T

H
O

D
S

F
O

R

IN
S

U
R

A
N

C
E

A
N

D
F

IN
A

N
C

E
(

S
p

rin
g
e

r,
2

0
0

7)
,

お
よ
び
日
本
語
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
義
州
・
桜
井
久
勝

『

知
的
財
産
の
証
券
化』

(

日
本
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経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年)

、
小
林
卓
泰

『

知
的
財
産
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
―
特
許
・
著
作
権
等
を
活
用
し
た
資
金
調
達
手
法』

(

清
文
社
、

二
〇
〇
四
年)

、
鈴
木
公
明

『

知
的
財
産
の
価
値
評
価

特
許
権
の
証
券
化
と
積
極
的
活
用
に
向
け
て』

(

イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
、
二
〇
〇
三

年)
、
川
村
雄
介

『

金
融
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
特
許
戦
略』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年)

参
照
。
こ
れ
ら
の
投
資
手
法
は
、
い
わ
ゆ

る
金
融
工
学
に
よ
る
技
術
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
な
い
。
金
融
工
学
に
つ
い

て
は
、
藤
田
岳
彦

『

道
具
と
し
て
の
金
融
工
学』

(

日
本
実
業
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年)

、
今
野
浩

『

金
融
工
学
の
挑
戦
―
テ
ク
ノ
コ
マ
ー

ス
化
す
る
ビ
ジ
ネ
ス』

(

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年)

、
同

『｢

金
融
工
学｣

は
何
を
し
て
き
た
の
か』

(

日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二

〇
〇
九
年)

を
参
照
し
た
。

(

�)
S

ee
K

e
v

in
B

arh
y

d
t,

IP
M

In
te

rv
ie

w
:

T
a

k
in

g
on

th
e

T
rolls,

IN
T

E
L

L
E

C
T

U
A

L
P

R
O

P
E

R
T

Y
M

A
G

A
Z

IN
E
,

O
cto

b
e

r
2

0
1

2
at

9
8
.

(

�)
P

ate
n

t
F

re
e

d
o

m

に
よ
る
調
査
で
は
、
二
〇
一
三
年
に
パ
テ
ン
ト
ト
ロ
ー
ル
を
含
むN

E
P

に
よ
る
特
許
訴
訟
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ

れ
た
の
は
、
電
機(

E
le

ctro
n

ics)
関
係
、
三
四
四
四
件
、
メ
デ
ィ
ア
・
電
話(

M
e

d
ia

/T
e

le
co

m
)

関
係
、
二
八
一
〇
件
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
ソ
フ
ト

(
C

o
m

p
u

te
r

S
o

ftw
are

/S
e

rv
ice

s)

関
係
、
二
六
九
六
件
、
お
よ
びP

C

メ
ー
カ
ー

(
C

o
m

p
u

te
r

H
ard

w
ar)

関
係
、
二

四
三
九
件
で
あ
っ
た(

小
売
業
を
除
く
。)

N
P

E
P

ate
n

t
L

itig
atio

n
S

tatistics
b

y
In

d
u

stry
S

o
u

rce
:

P
ate

n
tF

re
e

d
o

m
2

0
1

3
.

D
ata

cap
-

tu
re

d
as

o
f

Jan
u

ary
1

8
,

2
0

1
3
.

S
ee

h
ttp

s
://w

w
w

.p
ate

n
tfre

e
d

o
m

.co
m

/ab
o

u
t-n

p
e

s
/p

u
rsu

e
d

/(
v

isite
d

F
e

b
ru

ary
1

4
,

2
0

1
3
.)

(

�)

パ
テ
ン
ト
ト
ロ
ー
ル
の
戦
略
に
つ
い
て
は
、T

in
a

M
.

N
g

u
y

e
n
,

L
ow

erin
g

th
e

F
a

re
:

R
ed

u
cin

g
th

e
P

a
ten

t
T

rolls
A

b
ility

to
T

a
x

th
e

P
a

ten
t

S
ystem

,
2

2
F

E
D
.

C
IR

.
B

.
J.

1
0

1
(

2
0

1
2)

参
照
。

(

�)

ち
な
み
に
、
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
中
で
も
、
特
許
権
保
持
者
が
双
方
と
も
に

｢

特
定
の
製
品
分
野
に
関
す
る
す
べ
て
の
特
許

発
明
に
つ
き
相
互
に
実
施
を
許
諾
す
る｣

と
い
う
形
の
契
約
は

｢
包
括
的
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約｣

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
は
協
業
の

効
果
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
、
ソ
ニ
ー
は
争
っ
て
い
た
韓
国
の
サ
ム
ス
ン
電
子
と
半
導
体
関
係
の
技
術
に
つ

い
て
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
結
び
、
二
〇
〇
六
年
二
月
に
は
、
東
芝
は
韓
国
のL

G

電
子
社
と
、
光
デ
ィ
ス
ク
製
品
の
特
許
に
つ
い

て
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。

(

�)
S

ee
Jam

e
s

B
e

sse
n
,

Je
n

n
ife

r
F

o
rd

,
an

d
M

ich
ae

l
J.

M
e

u
re

r,
T

h
e

P
riva

te
a

n
d

S
ocia

l
C

osts
of

P
a

ten
t

T
rolls

:
D

o
N

on
p

ra
cticin

g
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E
n

tities
B

en
efit

S
ociety

b
y

F
a

cilita
tin

g
M

a
rk

ets
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T
ech

n
ology

?
R

E
G

U
L

A
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IO
N
(

B
o

sto
n

U
n

iv
e

rsity
S

ch
o

o
l

o
f

L
aw
)

W
in

te
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2
0

1
1

�

2
0

1
2

at
2

6
,

2
9

�

3
0
.

(
�)

S
ee

R
o

b
in

M
.

D
av

is,
N

o
te

:
F

a
iled

A
ttem

p
ts

to
D

w
a

rf
th

e
P

a
ten

t
T

rolls
:

P
erm
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グ
ラ
フ
１
が
示
す
よ
う
に
、N

P
E

に
よ
る
特
許
侵
害
訴
訟
数
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
増
加
を
始
め
、
二
〇
一
一
年
か
ら
は
、
劇
的

な
増
加
を
示
し
た
。
二
〇
〇
四
年
か
ら
比
較
す
る
と
、
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
率
で
あ
る
。
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第
二
章

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
規
定
と
特
許
政
策

(

１)
合
衆
国
憲
法
第
一
篇
八
節
八
項

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
七
八
七
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
篇
八
節
八
項
に
お
い
て
合
衆
国
議
会
の
権
限
と
し
て
、｢

著
作
者

お
よ
び
発
明
者
に
一
定
期
間
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
お
よ
び
発
明
に
対
し
独
占
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
術
お
よ
び
技
芸

の
進
歩
を
促
進
す
る
こ
と｣

を
規
定
し
て
い
る

(

�)

。(

こ
れ
はC

o
p

y
rig

h
t

an
d

P
ate

n
t

C
lau

se

と
称
さ
れ
る
。)

つ
ま
り
、
あ
る
発
明

の
特
許
権
は
、｢

財
産
権｣
と
し
て
そ
の
独
占
的
な
使
用
が
国
に
承
認
さ
れ
、
独
占
的
排
他
権

(
e

x
clu

siv
e

rig
h

ts)

と
し
て
法
的

に
保
護
さ
れ
る
。
財
産
権
と
し
て
の
特
許
権
の
効
果
は
、
こ
の

｢

独
占
的
・
排
他
的
使
用
権｣

に
あ
る
。

一
七
九
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
議
会
は
、
新
し
い
憲
法
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
の
最
初
の
特
許
法
で
あ
る
一
七
九
〇
年
特
許
法

(
P

ate
n

t

A
ct)

を
制
定
し
た

(

�)

。
こ
の
法
で
は
、｢

十
分
に
役
立
つ
重
要
な
発
明｣

に
対
し
て
一
四
年
の
期
間
の
特
許
権
が
与
え
ら
れ
た

(

�)

。
こ
の

制
定
法
に
は
、
発
明
の
優
先
権
の
確
定
方
法
や
優
先
権
の
決
定
手
続
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
特
許
が

｢

最
初
で
真
の
発

明
者
ま
た
は
発
見
者｣

の
も
の
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
許
は
無
効
と
な
る
と
い
う
規
定
も
含
ん
で
い
た

(

�)

。

こ
の
点
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、｢

技
術
革
新
、
発
展
、
そ
し
て
有
用
な
知
識
を
増
大
さ
せ
る
も
の
は
、
特
許
制
度
に
お
け
る

固
有
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
憲
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
有
用
な
技
術
の
発
展
を
促
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

と
述
べ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
は

｢

有
用
な
技
術
の
発
展
の
促
進
は
、
憲
法
の
中
で
表
明
さ
れ
た
基
準
で
あ
り
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い

(

�)｣

と
し
、
そ
れ
ゆ
え
憲
法
第
一
篇
八
節
八
項
の
意
味
は
、｢

特
許
と
い
う
排
他
的
使
用
権
の
権
限
の
授
与
を
お
こ
な
う
も
の
で

あ
る｣

と
し
た

(

�)

。
特
許
を
授
与
す
る
権
限
を
合
衆
国
議
会
に
授
与
し
た
の
は
、
特
許
権
の

｢

適
切
な｣

名
宛
人
と
し
て
明
示
的
に
示
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さ
れ
た
発
明
者
に
限
定
す
る
法
を
制
定
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
議
会
は
、
発
明
に
役
立
つ
技
術
の
発
展
を
認

め
な
い
限
り
特
許
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
も
最
初
の
発
明
者
に
こ
そ
優
先
権
を
保
持
す
る
制
度
が

｢

科
学
の
進
歩
お
よ
び
役
立
つ
技
術｣

を
促
進
す
る
こ
と
に
最
適
で
あ
る
こ
と
は
経
済
的
分
析
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
た

(

�)

。
こ

の
こ
と
は
、｢
発
明｣

が
、
ア
メ
リ
カ
と
言
う
新
し
い
国
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
に

｢

有
用
な
技
術
の
発
展
の
促
進｣

を

行
う
こ
と
が
高
い
財
産
的
価
値
を
有
す
る
と
の
認
識
を
法
的
に
も
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
特
許
権
に
つ
い
て
の
憲
法
上
お
よ
び
制
定
法
上
の
財
産
的
価
値
の
重
要
さ
の
強
調
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
に
は
発
明

が
社
会
的
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
積
極
的
な
評
価
と
そ
の
奨
励
が
行
わ
れ
、
ま
た
発
明
家
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
体
現
者

と
し
て
積
極
的
な
支
持
を
受
け
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
、
社
会
的
事
情
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
六
代
大
統
領
の
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
弁
護
士
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
九
年
二
月
一
一
日
に
イ
リ
ノ
イ
州
ジ
ャ
ク
ソ
ン
ビ
ル
の
住
民
に
対

す
る

｢

才
能
の
火｣

(
F

ire
o

f
G

e
n

iu
s)

と
い
う
ス
ピ
ー
チ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

次
に
く
る
の
が
、
特
許
法
で
す
。
こ
れ
ら
は
一
六
二
四
年
に
英
国
で
始
ま
り
ま
し
た
。
我
国
で
は
、
憲
法
に
お
い
て
こ
れ

を
採
択
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
だ
れ
も
が
他
人
が
発
明
し
た
も
の
を
す
ぐ
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て

発
明
者
は
自
分
自
身
の
発
明
か
ら
は
何
の
特
別
な
利
益
も
受
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
特
許
制
度
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
変
え

ま
し
た
。
つ
ま
り
発
明
者
に
一
定
の
期
間
、
自
分
の
発
明
の
排
他
的
利
用
が
確
保
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
し

く
か
つ
有
用
な
物
の
発
見
と
製
作
に
お
け
る
才
能
の
炎

(
fire

o
f

g
e

n
iu

s)

に
関
心
の
燃
料
を
注
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た

(

�)

。｣

リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
、
国
家
の
指
導
者
と
し
て
発
明
者
の
保
護
の
重
要
性
を
説
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
も
発
明
家

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
を
往
来
す
る
蒸
気
船
が
、
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
る
様
を
見
て
、
船
が
浅
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瀬
に
差
し
掛
か
る
と
、
積
み
荷
を
降
ろ
す
こ
と
な
く
、
船
底
を
上
昇
さ
せ
る
装
置
を
発
明
し
た
。
そ
れ
ら
は
合
衆
国
特
許P

ate
n

t

N
o
.

6
,4

6
9

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
の
発
明
志
向
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン

(

避
雷
針
の
発
明)

、
ト
ー
マ
ス
・
ア
ル
バ
・
エ
ジ
ソ
ン

(

電
話
機
の
発
明)

、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
モ
ー
ル
ス

(

モ
ー
ル
ス
信
号
の
発
明)

、

ウ
ォ
レ
ス
・
カ
ロ
ー
ザ
ス

(

ナ
イ
ロ
ン
の
発
明)

、
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
世
界
的
な
発
明
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
い
か
に
発
明
志
向
の
強
い
国
で
あ
る
か
は
、
映
画
俳
優
や
音
楽
家
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
で
も
特
許
権
を
持
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
が
発
明
を
知
的
財
産
と
し
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
知
財
立
国

ア
メ
リ
カ
の
特
性
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
発
明
が
奨
励
さ
れ
、
そ
れ
が
特
許
権
と
し
て
独
占
的
な
排
他
的
権
利
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
ア
メ
リ
カ
の
利
益
と
し
て
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
や
歴
史
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

(

�)

。

(

２)

ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
パ
テ
ン
ト
政
策

ア
メ
リ
カ
の
特
許
制
度
は
、
先
発
明
者
主
義
と
非
公
開
主
義
で
知
ら
れ
て
き
た
。
先
発
明
者
主
義
は
、
先
に
出
願
を
し
た
者
で
は

な
く
、
先
に
発
明
し
た
者
に
特
許
権
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
誰
が
最
初
に
発
明
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
研
究
日
誌
の

記
録
等
に
よ
っ
て
発
明
の
日
が
決
め
ら
れ
る
が
、
発
明
の
先
後
を
明
確
に
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
立
証
に
は
多
く
の
時
間

と
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
以
外
の
他
の
国
は
、
特
許
の
出
願
日
を
発
明
日
と
見
な
す
た
め
、

先
後
の
決
定
に
つ
い
て
は
よ
り
簡
単
で
あ
る
。
特
許
出
願
日
に
基
づ
く
特
許
制
度
は
、
特
許
と
い
う
独
占
権
の
あ
る
発
明
の
公
開
を

促
す
が
、
先
発
明
者
主
義
は
、
特
許
発
行
後
に
は
じ
め
て
公
開
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
特
許
の
成
立
を
遅
ら
せ
、
水
面
下
で
長
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期
間
審
査
さ
れ
て
き
た
特
許
案
件
が
、
潜
水
艦
の
よ
う
に
、
突
如
水
面
に
浮
上
し
、
独
占
的
な
特
許
権
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
サ
ブ
マ
リ
ン
特
許
と
言
う
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る

(

�)

。

ア
メ
リ
カ
特
許
局

(
U

.
S
.

P
ate

n
t

O
ffice)

が
、
技
術
的
な
専
門
性
を
備
え
て
正
式
に
確
立
さ
れ
た
の
は
一
八
三
六
年
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、｢

発
明｣

に

｢

新
規
性｣

(
n

o
v
e

lty)

を
欠
い
て
い
て
も
特
許
が
許
諾
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
受
け
、

ア
メ
リ
カ
特
許
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る

(

�)

。

先
に
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
建
国
以
来
、
特
許
を
財
産
権
と
し
て
そ
の
独
占
的
、
排
他
的
使
用
権
を
国
が
保
護
す
る
と
い
う
、

特
許
の
保
護
国
、
つ
ま
り
プ
ロ
パ
テ
ン
ト
の
政
策
を
と
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
国
家
政
策
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
独
占
的
排
他
権
に
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
か
ら
す
る
批
判
と
制
限
の
動
き
が
あ
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
特
許
制
度
に
対
し
て
、
独
占
資
本
の
維
持
に
寄
与
し
て
お
り
、
三
〇
年
代
の
経
済
苦
境
に

対
す
る
寄
与
的
要
因
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
恐
慌
の
よ
う
な
経
済
崩
壊
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
世
論
の
批
判
が
生
じ
た
。
特
許
の

保
護
政
策
に
つ
い
て
の
懐
疑
論
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
も
存
続
し
、
独
占
禁
止
法
制
の
強
い
施
行
期
間
で
あ
る
一
九
七
〇
年
代

の
抑
圧
さ
れ
た
経
済
条
件
の
も
と
で
も
特
許
権
の
独
占
的
、
排
他
的
使
用
権
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
特
許
権
が
、
少

な
く
と
も
憲
法
に
よ
っ
て
明
文
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
財
や
特
許
に
対
す
る
保
護
政
策
に
は
揺
ら
ぎ
が
な
い
一
方
で
、
特

許
権
の
独
占
的
、
排
他
的
使
用
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る
特
許
権
の
市
場
独
占
と
そ
の
濫
用
の
問
題
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ル
以
降
の
巨
大
資
本
に
対
す
る
規
制
策
と
し
て
出
て
き
た
独
占
禁
止
法
と
の
対
立
的
な
関
係
で
あ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
二
〇
世
紀
に
お
け
る
特
許
制
度
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
と
の
間
で
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
関
係
や
特
許
政
策
批

判
の
結
果
と
し
て
、
何
が
、｢

特
許
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
発
明｣

(
p

ate
n

tab
le

in
v

e
n

tio
n)

で
あ
る
か
の
構
成
に
つ
い
て
、
そ
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れ
を
広
く
解
釈
す
る
考
え
方
に
は
批
判
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
特
許
局
お
よ
び
合
衆
国
裁
判
所
が
、
問
題
の
あ
る

特
許
を
許
諾
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
時
代

(

一
九
八
一
―
八
九
年)

に
な
る
と
、
日
本
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
産
業
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
経
済
再
生
の
た
め
の
新
し
い
保
護
政
策
と
し
て
、
知
財
の
法
的
保
護
政
策
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
パ
テ
ン

ト
の
考
え
方
が
支
持
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
自
国
の
国
際
的
経
済
競
争
力
を
高
め
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
反

ト
ラ
ス
ト
法
重
視
政
策
か
ら
大
き
く
舵
を
き
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
プ
ロ
パ
テ
ン
ト
の
考
え
方
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
国

際
競
争
力
低
下
に
対
す
る
危
機
感
か
ら
産
業
競
争
力
委
員
会
が
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
対
し
て

｢

国
際
競
争
力
と
新
た
な
現
実｣

と

題
す
る
報
告
書
、
い
わ
ゆ
る

｢
ヤ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト｣

を
提
出
し
た
こ
と
か
ら
顕
著
な
傾
向
と
な
り
、
そ
れ
以
降
、
ア
メ
リ
カ
国
内
だ

け
で
な
くG

A
T

T

ま
で
巻
き
込
ん
だ
国
際
的
な
プ
ロ
パ
テ
ン
ト
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
八
二
年
に
特
許

事
件
専
門
の
控
訴
裁
判
所
と
し
て
合
衆
国
巡
回
区
控
訴
裁
判
所

(

以
下
、C

A
F

C

と
す
る)

が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
プ
ロ
パ
テ
ン
ト

政
策
に
一
役
買
っ
て
お
り
、
先
発
明
者
主
義
の
特
許
政
策
に
則
し
た
、
よ
り
整
合
的
な
特
許
法
体
系
の
形
成
に
つ
な
が
っ
た

(

�)

。

ア
メ
リ
カ
の
特
許
対
象
と
な
る
発
明
に
は
、
特
許
対
象
性(

e
lig

ib
ility)

、
有
用
性(

v
alid

ity)

、
新
規
性(

n
o

v
e

lty
,

n
o

t
in

p
rio

r

art)

、
お
よ
び
非
自
明
性

(
n

o
n
-o

b
v

io
u

sn
e

ss)

が
要
件
と
な
っ
て
い
た
が
、C

A
F

C

を
は
じ
め
と
す
る
合
衆
国
裁
判
所
は
、
特
許

付
与
の
た
め
の

｢

非
自
明
性｣

の
基
準
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
許
の
範
囲
を
、
た
と
え
ば
遺
伝
子
工
学
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
、D

N
A

お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
な
ど
に
も
拡
大
し
、
特
許
権
者
に
寛
容
な
ス
タ
ン
ス
を
維
持
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標

庁

(
U

n
ite

d
S

tate
s

P
ate

n
t

an
d

T
rad

e
m

ark
O

ffice
,

U
S

P
T

O
)

も
、
特
許
適
格
性
の
要
件
を
大
幅
に
緩
和
す
る
こ
と
で
、
同
特

許
商
標
庁
に
提
出
さ
れ
た
特
許
出
願
件
数
は
一
九
九
〇
年
代
に
は
二
倍
と
な
っ
た

(
�)

。
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特
許
に
よ
る
国
際
的
な
経
済
競
争
力
を
高
め
る
一
方
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
高
額
な
賠
償
額
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
が
活
発
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
後
に
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
誕
生
の
主
な
動
機
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
九

〇
年
代
か
ら
同
時
並
行
的
に
あ
っ
た
金
融
工
学
の
発
達
と
広
が
り
に
よ
っ
て
、
企
業
の
保
有
す
る
特
許
を
、
排
他
的
お
よ
び
投
資
可

能
な
財
産
と
し
、
証
券
化
し
、
金
融
商
品
と
し
て
投
資
対
象
と
し
て
売
買
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
Ｉ
Ｔ

バ
ブ
ル
崩
壊
に
伴
い
発
生
し
た
Ｉ
Ｔ
企
業
の
倒
産
や
特
許
保
有
会
社
に
対
す
るM

&
A

を
通
じ
て
、
特
許
に
基
づ
く
生
産
や
販
売
を

目
的
と
し
な
い
個
人
や
グ
ル
ー
プ
が
大
量
の
特
許
を
取
得
す
る
機
会
を
増
大
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
急
増
を

促
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
プ
ロ
パ
テ
ン
ト
政
策
に
乗
り
、
ま
た
発
明
の
価

値
以
上
の
高
額
の
損
害
賠
償
額
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
、
指
摘
さ
れ
る

(

�)

。

(

�)

ア
メ
リ
カ
憲
法
第
一
篇
八
節
八
項
は
、“

T
o

p
ro

m
o

te
th

e
P

ro
g

re
ss

o
f

S
cie

n
ce

an
d

u
se

fu
l

A
rts,

b
y

se
cu

rin
g

fo
r

lim
ite

d
T

im
e

s

to
A

u
th

o
rs

an
d

In
v

e
n

to
rs

th
e

e
x

clu
siv

e
R

ig
h

t
to

th
e

ir
re

sp
e

ctiv
e

W
ritin

g
s

an
d

D
isco

v
e

rie
s”

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
合
衆

国
憲
法
の
規
定
が
著
作
者
と
発
明
者
に
対
し
て
そ
の
著
作
と
発
明
に
排
他
的
な
権
利
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
と
有
用
な
技
芸
の

進
展
を
行
う
、
と
い
う
議
会
に
与
え
ら
れ
た
権
限
に
関
し
て
、
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
長
い
間
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
憲
法
規
定
の

｢

進
展｣

(
p

ro
g

re
ss)

と
い
う
用
語
は

｢

広
が
る｣

(
sp

re
ad)

こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
他
者

に
よ
る
著
作
物
や
発
明
の
使
用
に
対
し
て
は
著
作
者
と
発
明
者
に
そ
の
排
他
的
な
権
利
を
守
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
や
技
術
の
広
が
り
を

推
進
す
る
と
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
第
一
篇
八
節
八
項
の
解
釈
的
意
味
に
つ
い
て
は

see
M

alla
P

o
llack

,
W

h
a

t
is

C
on

gress
S

u
p

p
osed

to
P

rom
ote

?
:

D
efin

in
g

“
P

rogress”
in

A
rticle

I,
S

ection
8

,
C

la
u

se
8

of
th

e
U

n
ited

S
ta

tes
C

on
stitu

tion
,

or
In

trod
u

cin
g

th
e

P
rogress

C
la

u
se,

8
0

N
E

B
.

L
.

R
E

V
.

7
5

4
(

2
0

0
1)

.

(

�)
P

A
T

E
N

T
A

C
T

O
F

1
7

9
0
,

ch
.

7
,

1
S

tat.
1

0
9

�11
2
(

A
p

ril
1

0
,

1
7

9
0).

こ
の
一
七
九
〇
年
特
許
法
に
つ
い
て
は
、P

asq
u

ale
Jo

se
p

h
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F
e

d
e

rico
,

O
p

era
tion

of
th

e
P

a
ten

t
A

ct
of

1
7

9
0
,

1
8

J.
P

A
T
.

O
F

F .
S

O
C
.

2
3

7
(

1
9

3
6)

が
詳
し
い
。

(
�)

P
A

T
E

N
T

A
C

T
o

f
1

7
9

0
,

ch
.

7
,
�

1
.

(
�)

Id
.

at
��

4
an

d
5
.

(

�)
G

ra
h

a
m

et
a

l.
v.

Joh
n

D
eere

C
o.

of
K

a
n

sa
s

C
ity

et
a

l.,
3

8
3

U
.S

.
1
(

1
9

6
6)

at
6
.

(

�)
Id

.
at

4

�
5
.

(

�)
S

ee,
e.g.,

C
o
e

A
.

B
lo

o
m

b
e

rg
,

In
D

efen
se

of
th

e
F

irst-to-In
ven

t
R

u
le,

2
1

A
IP

L
A

Q
.

J.
2

5
5
,

2
5

9

�60
(

1
9

9
3)

;
S

u
zan

n
e

K
o

n
rad

,

T
h

e
U

n
ited

S
ta

tes
F

irst-to-In
ven

t
S

ystem
:

E
con

om
ic

Ju
stifica

tion
s

for
M

a
in

ta
in

in
g

th
e

S
ta

tu
s

Q
u

o,
8

2
C

H
I .-K

E
N

T
L

.
R

E
V
.

1
6

2
9
,

1
6

4
3

�51
(

2
0

0
7)

.

(

�)
S

e
co

n
d

L
e

ctu
re

o
n

D
isco

v
e

rie
s

an
d

In
v

e
n

tio
n

s,
1

8
5

9
in

T
H

E
C

O
L

L
E

C
T

E
D

W
O

R
K

S
O

F
A

B
R

A
H

A
M

L
IN

C
O

L
N
,

e
d

ite
d

b
y

R
O

Y

P
.

B
A

S
L

E
R
,

A
b

rah
am

L
in

co
ln
(

F
e

b
ru

ary
1

2
,

1
8

0
9)

.

(

�)

リ
ン
カ
ー
ン
が
、
一
八
四
九
年
五
月
二
二
日
に
、
合
衆
国
特
許
を
取
得
し
た
浅
瀬
航
行
吊
上
げ
ボ
ー
ト
装
置

(
B

u
o

y
in

g
V

e
sse

ls

O
v
e

r
S

h
o

als)

は
、
実
際
に
建
造
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
模
型
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
登
録
さ
れ
た
合
衆
国
特
許
を
有
し
て
い
る
唯
一
の
大
統
領
と
な
っ
た
。

(

	)

ア
メ
リ
カ
の
発
明
に
関
す
る
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
ル
ケ
ン
著
、
松
浦
俊
輔
訳

『

図

解
ア
メ
リ
カ
発
明
史』
(

青
土
社
、
二
〇
〇
六
年)
参
照
。

(


)

サ
ブ
マ
リ
ン
特
許

(
su

b
m

arin
e

p
ate

n
t)

と
は
、
特
許
出
願
後
に
長
期
間
審
査
さ
れ
、
対
象
と
な
る
技
術
が
市
場
で
広
く
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
で
突
如
と
し
て
成
立
さ
せ
る
特
許
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
出
願
者
が
特
許
申
請
書
の

｢

明
細
書｣

の
修
正
を

繰
り
返
す
な
ど
し
て
意
図
的
に
特
許
の
成
立
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
と
し
た
企
業
の
製
品
が
広
く
市
場
に
普
及
し
た
時
点
で

突
然
特
許
を
成
立
さ
せ
、
特
許
権
侵
害
を
訴
え
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
先
発
明
者
主
義
を
取
る
た
め
こ
の
よ
う
な
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
て

い
た
。S

u
b

m
arin

e
P

ate
n

t

に
つ
い
て
は
、see

D
an

ie
l

J.
M

cF
e

e
ly

an
d

G
re

g
o

ry
A

.
S

to
b

b
s,

C
o

m
m

e
n

t:
A

n
A

rgu
m

en
t

for

R
estrictin

g
th

e
P

a
ten

t
R

igh
ts

of
T

h
ose

W
h

o
M

isu
se

th
e

U
.S

.
P

a
ten

t
S

ystem
to

E
a

rn
M

on
ey

T
h

rou
gh

L
itiga

tion
,

4
0

A
R

IZ .
S

T
.

L
.J.
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2
8

9
(

2
0

0
8)

.

(
�)

P
A

T
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N
T

A
C

T
O

F
1

8
3

6
,

C
h
.

3
5

7
,

5
S

tat.
1

1
7
(

Ju
ly

4
,

1
8

3
6)

.

(
�)
独
占
禁
止
法
と
特
許
に
つ
い
て
は
、S

ee
W

illiam
E

.
K

o
v

acic,
R

e
m

ark
:

In
tellectu

a
l

P
rop

erty
P

olicy
a

n
d

C
om

p
etition

P
olicy,

6
6

N
.Y

.U
.

A
N

N
.

S
U

R
V
.

A
M

.
L

.
4

2
1
(

2
0

1
1)

.

(

�)

一
九
八
二
年
の
合
衆
国
巡
回
区
控
訴
裁
判
所(

C
A

F
C
)

の
設
立
の
意
味
に
つ
い
て
は
、M

atth
e

w
D

.
H

e
n

ry
an

d
Jo

h
n

L
.

T
u

rn
e

r,

T
h

e
C

ou
rt

of
A

p
p

ea
ls

for
th

e
F

ed
era

l
C

ircu
it’s

Im
p

a
ct

on
P

a
ten

t
L

itiga
tion

,
3

5
J.

L
E

G
A

L
S

T
U

D
.

8
5
(

2
0

0
6)

が
詳
し
い
。
さ
ら
合

衆
国
地
方
裁
判
所
裁
判
官
ら
に
よ
るC

A
F

C

の
評
価
と
し
てT

h
e

L
aw

,
T

e
ch

n
o

lo
g

y
an

d
th

e
A

rts
S

y
m

p
o

siu
m

:
T

h
e

P
a

st,
P

resen
t

a
n

d
F

u
tu

re
of

th
e

F
ed

era
l

C
ircu

it:
A

P
a

n
el

D
iscu

ssion
:

C
la

im
C

on
stru

ction
from

th
e

P
ersp

ective
of

th
e

D
istrict

Ju
d

ge,
5

4
C

A
S

E

W
.

R
E

S .
6

7
1
(

2
0

0
4)

は
興
味
深
い
。

(

�)

一
九
九
九
年
に
は
、｢

知
的
財
産
お
よ
び
通
信
オ
ム
ニ
バ
ス
改
革
法｣

(
In

te
lle

ctu
al

P
ro

p
e

rty
an

d
C

o
m

m
u

n
icatio

n
s

O
m

n
ib

u
s

R
e

fo
rm

A
ct)

が
制
定
さ
れ
、
等
価
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
海
外
で
発
表
さ
れ
る
場
合
に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
初
期
の
優
先
日
の

一
八
ヵ
月
後
に
提
出
さ
れ
た
係
属
出
願
の
公
表
を
含
む
も
の
と
し
た
。

(

�)

特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
連
邦
裁
判
所
が
認
定
し
た
損
害
賠
償
額
が
過
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、see

M
e

rg
e

s,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at
1

5
8

7

�

8
8
.

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
な
活
動
を
社
会
か
ら
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
は
、
特
許
侵
害
に
よ
る
損
害
額
を
特
許

の
価
値
、
つ
ま
り
、
社
会
が
そ
の
特
許
か
ら
得
た
利
益
と
等
し
く
す
る
た
め
に
特
許
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
額
を
見
直
す
な
ど
の
法
的

対
応
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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第
三
章

ア
メ
リ
カ
特
許
訴
訟
の
構
造
と
現
実

(

１)
特
許
権
侵
害
訴
訟
手
続
き
の
流
れ

ア
メ
リ
カ
の
特
許
権
侵
害
訴
訟
は
、
他
の
不
法
行
為
訴
訟
と
同
じ
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。
ま
ず
、
原
告
は
一
個
あ
る
い
は
複
数
の
特

許
の
特
許
権
侵
害
を
主
張
し
、
そ
の
旨
の
訴
状

(
co

m
p

lain
t)

を
提
出
す
る
。
原
告
の
訴
状
で
は
侵
害
が
故
意
侵
害
で
あ
っ
た
旨

の
主
張
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
認
定
さ
れ
る
と
、
実
際
の
損
害
賠
償
額
の
三
倍
が
懲
罰
賠
償
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

訴
状
の
送
達
を
受
け
た
被
告
は
、
通
常
は
権
利
侵
害
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
同
時
に
、
た
と
え
ば
特
許
無
効(

p
ate

n
t

in
v

alid
-

ity)

の
抗
弁
を
す
る
答
弁
書

(
an

sw
e

r)

を
提
出
す
る
。
そ
の
後
、
す
ぐ
に
被
告
は

｢

訴
状
の
却
下
申
立｣

あ
る
い
は

｢

管
轄
違

い
申
立｣

、
ま
た
は

｢

移
送
の
申
立｣
、
さ
ら
に
は

｢

非
侵
害｣

(
n

o
n
-in

frin
g
e

m
e

n
t)

の

｢

サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
申
立｣

を
行
う
。
原
告
に
よ
る
裁
判
管
轄
地
の
選
択
で
は
、
当
該
裁
判
所
に
お
け
る
正
式
事
実
審
理

(
trial)

に
達
す
る
ス
ピ
ー
ド
、
当
該

裁
判
所
の
裁
判
官
の
経
験
レ
ベ
ル
、
お
よ
び
当
該
裁
判
所
で
裁
判
官
が
採
用
す
る
手
続
き
規
則
お
よ
び
陪
審
の
地
域
的
特
性
等
が
考

慮
さ
れ
る
。
原
告
は
、
し
ば
し
ば

｢

ロ
ケ
ッ
ト
事
件
記
録
簿｣

(
ro

ck
e

t
d

o
ck

e
t)

と
の
定
評
の
あ
る
裁
判
管
轄
地
を
好
む
。
そ
こ

で
は
、
事
案
に
つ
い
て
ロ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
速
く
正
式
事
実
審
理
が
始
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

こ
れ
ら
のm

o
tio

n
m

atte
r

と
い
わ
れ
る
申
立
合
戦
を
や
り
過
ご
す
と
、
次
の
段
階
は
、
事
実
審
審
理
前
の
準
備
書
面
の
提
出

(
p

re
trial

b
rie

fin
g)

を
経
て
、
正
式
事
実
審
理
へ
と
進
む
。
裁
判
所
は
、｢

打
合
せ
会
議｣

(
case

m
an

ag
e

m
e

n
t

co
n

fe
re

n
ce)

を

両
当
事
者
と
開
き
、
訴
訟
計
画
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
こ
れ
は
た
い
て
い
の
事
案
に
お
い
て
テ
レ
ビ
ま
た
は
電
話

に
よ
る
会
議
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
会
議
の
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
両
当
事
者
間
で
事
案
の
進
行
等
に
つ
い
て
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
し
て

法と政治 64巻 2号 (2013年 7月)

論

説

314

二
四



お
く
こ
と
が
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、｢

規
則
二
六

(

ｆ)

打
合
せ｣

と
し
て
知
ら
れ
、
当
事

者
間
の
協
議
結
果
に
つ
い
て
の
共
同
報
告
書
を
、
裁
判
官
と
の
打
ち
合
わ
せ
会
議
に
先
立
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

(

�)

。
訴

訟
計
画
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
裁
判
所
に
一
度
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
変
更
、
つ
ま
り
準
備
期
間
の
延
長
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ

な
い
。

訴
訟
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
立
証
計
画
が
決
ま
る
と
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー

(

情
報
開
示)

の
手
続
き
に
入
る
。
ア
メ
リ
カ
の
民
事
訴
訟
に

お
い
て
、
当
事
者
は
、
請
求
ま
た
は
防
御
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
デ
ィ
ス

カ
バ
リ
ー
で
き
る
情
報
の
範
囲
は
非
特
権
的

(
n

o
n
-p

riv
ile

g
e

d)

な
も
の
を
除
き
相
当
に
広
い
。
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
関
連
し
た

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
。

①
宣
誓
供
述
書

(
d
e

p
o

sitio
n)

は
、
事
件
の
事
実
に
関
し
て
証
人
予
定
者
や
関
係
者
に
対
し
て
直
接
質
問
し
、
回
答
を
得
る
と

い
う
方
法
で
得
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
口
頭
の
宣
誓
供
述
書

(
o

ral
d
e

p
o

sitio
n)

と
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
で
送
付
し
て
お
い
た
質

問
事
項
に
対
し
て
、
公
証
人

(
n

o
tary

p
u

b
lic)

を
仲
介
す
る
こ
と
で
文
書
に
よ
っ
て
証
言
を
入
手
す
る
書
面
に
よ
る
宣
誓
供
述
書

(
w

ritte
n

d
e

p
o

sitio
n)

の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
の
口
頭
に
よ
る
宣
誓
供
述
書
は
、
弁
護
士
事
務
所
の
会
議
室
な
ど
で
、
対
象
者
に

｢

宣
誓｣

を
さ
せ
て
、(

正
式
事
実
審
理
で
の
証
人
尋
問
の
よ
う
に)

一
方
当
事
者
か
ら
の
口
頭
に
よ
る
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
回
答

を
資
格
あ
る
法
廷
速
記
者
が
供
述
書
と
し
て
作
成
す
る
と
い
う
方
法
で
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
速
記
録
は
当
事
者
か
ら
の
注
文
に
も
と

づ
い
て
、
レ
タ
ー
サ
イ
ズ
の
一
頁
何
ド
ル
と
い
う
形
で
購
入
で
き
る
。
こ
の
供
述
の
録
取
の
様
子
は
ビ
デ
オ
や
オ
ー
デ
ィ
オ
テ
ー
プ

に
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
裁
判
所
の
許
可
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
正
式
事
実
審
理
で
再
現
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
遠
隔

地
の
事
案
に
は
、(

テ
レ
ビ)

電
話
や
そ
の
他
の
通
信
機
器
を
利
用
し
た
聴
取
も
認
め
ら
れ
る
。
質
問
に
対
し
て
は
、
被
質
問
者
の
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弁
護
士
が
立
ち
会
い
、
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
供
述
書
に
記
録
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
の
ち
に
裁
判
官
の
判

断
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
書
面
に
よ
る
宣
誓
供
述
書
の
ほ
う
は
、
公
証
人
が
、
対
象
者
に
対
し
て
書
面
に
書
か
れ
た
質
問
を

読
み
、
そ
の
返
答
を
記
録
す
る
。
口
頭
の
宣
誓
供
述
書
に
比
べ
て
コ
ス
ト
が
低
い
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
他
方
、
直
接
の
録
取
が
困

難
な
事
情
の
あ
る
事
案
を
除
い
て
は
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

②
質
問
書

(
イ
ン
テ
ロ
ガ
ト
リ
ー
ズ
、in

te
rro

g
ato

rie
s)

は
、
訴
訟
の
当
事
者
だ
け
に
対
し
て
な
さ
れ
る
質
問
書
で
あ
る
。
訴

訟
の
当
事
者
に
対
す
る
質
問
を
書
面
の
形
で
提
出
し
、
期
限
内

(

連
邦
法
で
は
三
〇
日
以
内)

に
、
宣
誓
が
な
さ
れ
た

(

宣
誓
の
証

明
を
つ
け
た)

書
面
で
こ
れ
に
対
す
る
回
答
を
入
手
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
の
質
問
書
は
、
デ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
の
不
明
確
な

点
を
補
っ
た
り
、
デ
ー
タ
や
時
間
を
明
確
に
さ
せ
た
り
、
あ
る
事
実
や
事
情
を
確
認
す
る
た
め
に
は
有
効
な
方
法
で
あ
る
が
、
あ
く

ま
で
も
宣
誓
供
述
書
の
補
完
的
な
機
能
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
お
び
た
だ
し
い
質
問
書
は
、
そ
れ
に
真
面
目
に
応
答
す
る
だ
け
で
訴

訟
当
事
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
相
当
消
耗
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
も
濫
用
を
防
ぐ
た
め
、
無
限
に
請
求
し
う
る

も
の
で
は
な
く
、
質
問
項
目
数
は
二
五
件
を
超
え
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
事
案
の
性
質
上
、
限
定
数
を
越
え
る
質
問
が
必

要
な
場
合
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
例
外
的
に
行
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。

③
文
書
及
び
物
件
提
出
要
請

(
re

q
u

e
st

fo
r

p
ro

d
u

ctio
n

o
f

d
o

cu
m

e
n

ts
an

d
th

in
g

s)

は
、
訴
訟
に
関
連
す
る
文
書
や
そ
の
他

の
物
的
資
料
を
広
範
囲
に
入
手
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
会
社
の
販
売
記
録
、
図
面
、
設
計
図
、
カ
ル
テ
な
ど
の
書
面
、
ビ

デ
オ
テ
ー
プ
、
試
薬
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
有
体
物
ま
で
、
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
請
求
に
は
入
手

す
る
時
間
、
場
所
、
特
定
物
を
明
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
被
請
求
者
は
理
由
の
な
い
限
り
、
三
〇
日
以
内
に
こ
れ
に
対
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
提
出
請
求
に
は
連
邦
法
は
上
限
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
対
象
者
は
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
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訴
外
の
第
三
者
に
も
認
め
ら
れ
る

(

�)

。

④
自
白

(

ま
た
は
承
認)

要
求

(
re

q
u

e
sts

fo
r

ad
m

issio
n)

は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
き
の
中
で
出
さ
れ
た
相
手
方
ま
た
は

第
三
者
か
ら
の
証
言
や
、
文
書
、
そ
の
他
の
情
報
が
真
正

(
tru

th)

で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
る
手
続
き
で
あ
る
。
こ
れ
も
要
求

の
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
文
書
で
回
答
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
自
白
ま
た
は
承
認
の
回
答
は

後
に
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
自
白
は
、
正
式
事
実
審
理
で
の
証
明
の
必
要
性
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
当

事
者
と
し
て
は
正
式
事
実
審
理
で
争
い
の
な
い
事
実
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

(

�)

。

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
よ
っ
て
証
拠
収
集
が
な
さ
れ
る
と
、
ク
レ
ー
ム
解
釈

(
claim

co
n

stru
ctio

n)

と
い
う
手
続
き
に
入
る
。
ク

レ
ー
ム
解
釈
の
目
的
は
、
特
許
明
細
書
の
文
言
の
意
味
お
よ
び
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
許
訴
訟
の
裁
判
所
で

最
も
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ク
レ
ー
ム
を
解
釈
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
次
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
が
、
マ
ー
ク

マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
。
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
当
事
者
は
し
ば
し
ば
、
専
門
家
証
人
に
よ
る
意
見
書

等
で
根
拠
づ
け
ら
れ
た
自
ら
の
ク
レ
ー
ム
解
釈
を
述
べ
た
準
備
書
面
を
提
出
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
開
き
、
ク
レ
ー
ム
の
解
釈
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
。
事
案
が
正
式
事
実
審
理
に
達
し
た
時
、
こ
の
裁
判
所
の
ク
レ
ー
ム

解
釈
が
陪
審
へ
の
説
示
の
一
部
と
な
る
。

特
許
ク
レ
ー
ム
の
意
味
お
よ
び
範
囲
を
決
定
す
る
際
に
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
主
に
ク
レ
ー
ム
の
言
語
、
特
許
明
細
書
お
よ
び

特
許
申
請
履
歴

(

つ
ま
り
、
特
許
出
願
人
と
特
許
局
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
書)

を
含
む
内
的
証
拠

(
in

trin
sic

e
v

i-

d
e

n
ce)

に
目
を
向
け
る
。
ク
レ
ー
ム
の
用
語
は
、
そ
れ
ら
が
内
的
記
録
を
読
ん
だ
当
業
者(

p
e

rso
n

o
f

o
rd

in
ary

sk
ill

in
th

e
art)

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
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裁
判
所
が
ク
レ
ー
ム
解
釈
プ
ロ
セ
ス
を
完
了
し
た
あ
と
、
一
般
的
に
、
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
は
、
裁
判
所
に
、
た
と
え
ば
侵
害
や
特
許
の
有
効
性
に
関
す
る
争
点
に
つ
い
て
正
式

事
実
審
理
な
し
で
裁
決
す
る
よ
う
申
立
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
五
六(

ｃ)

の
も
と
で
、
サ
マ
リ
ー
・

ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
は
、
重
大
な
事
実
に
関
し
て
真
正
な
純
正
の
争
点

(
g
e

n
u

in
e

issu
e)

が
な
く
、
申
立
当
事
者
が
法
律
上
の
問
題

と
し
て
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
の
あ
る
と
き
に
は
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
は
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

ク
レ
ー
ム
解
釈
と
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
お
よ
び
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
申
立
て
の
段
階
が
過
ぎ
る
と
、
陪
審
裁
判

と
な
る
。
陪
審
裁
判
は
、
陪
審
員
の
選
任
手
続
き
で
開
始
す
る
。
そ
の
あ
と
、
冒
頭
陳
述
、
原
告
の
特
許
権
者
の
主
た
る
争
点
の
説

明

(
p

ate
n

te
e
’s

case
-in

-ch
ie

f)
、
た
と
え
ば
特
許
侵
害
に
関
し
て
す
べ
て
の
証
拠
を
提
示
す
る
立
証
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
行
う
。

続
い
て
特
許
侵
害
者
側
の
反
証
、
つ
ま
り
特
許
権
者
の
事
案
に
反
論
し
、
特
許
の
無
効
に
つ
い
て
す
べ
て
の
証
拠
を
提
示
す
る
立
証

を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
、
特
許
権
者
の
侵
害
者
が
反
証
や
反
論
を
続
け
る
。
双
方
の
最
終
弁
論
の
後
に
、
裁
判
官
の
陪
審
に
対
す

る
証
拠
原
則
と
評
議
事
項
に
関
す
る
説
示
が
行
わ
れ
た
後
、
陪
審
が
評
議
を
開
始
し
、
陪
審
の
評
決
へ
と
至
る

(

�)

。

(

２)

ク
レ
ー
ム
解
釈

(
claim

in
te

rp
re

tatio
n)

と
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ

ク
レ
ー
ム
解
釈
の

｢

ク
レ
ー
ム｣

(
claim

、
請
求
項)

と
は
、
特
許
に
よ
っ
て
保
護
を
求
め
る
発
明
を
特
定
し
た
記
述
文
の
こ
と

で
あ
り
、
特
許
公
報
に
お
け
る

｢

明
細
書｣

(
p

ate
n

t
sp

e
cificatio

n)
の
一
部
を
な
す

(

�)

。
ア
メ
リ
カ
特
許
に
お
け
る

｢

ク
レ
ー
ム｣

は
、
プ
リ
ア
ン
ブ
ル

(
p

re
am

b
le)

、
移
行
部

(
tran

sitio
n

p
h

rase)

、
本
体

(
b

o
d

y)

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
、｢

自
動
巻
き

上
げ
ブ
ラ
イ
ン
ド｣

の
発
明
を
特
許
申
請
す
る
の
で
あ
れ
ば
、“

M
o

to
rize

d
W

in
d

o
w

B
lin

d
s”

が
、
ク
レ
ー
ム
の
プ
リ
ア
ン
ブ
ル
、
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“
co

m
p

risin
g
”

が
移
行
部
、
そ
し
て

“
tw

o
m

o
to

rs
an

d
a

carb
o

n
ate

d
p

lastic
b

lad
e

s”

が
本
体
と
な
る
。
ク
レ
ー
ム
解
釈
は
、

し
た
が
っ
て
特
許
ク
レ
ー
ム
の
範
囲
記
載
の
用
語
の
解
釈
の
こ
と
で
あ
る
。

特
許
侵
害
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
ク
レ
ー
ム
の
文
言(

claim
lan

g
u

ag
e)

が
有
す
る
意
味
を
解
釈
し(

ク
レ
ー

ム
の
文
言
の
解
釈)

、
そ
の
上
で
、
対
象
と
な
る
物
件
に
対
し
て
当
て
は
め
を
お
こ
な
う

(

物
件
の
同
定)

、
と
い
う
二
段
階
的
な
手

法
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
ク
レ
ー
ム
の
文
言
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
ク
レ
ー
ム
文
言
だ
け
で
は
不
明
瞭
な
部
分
が
あ
る
場
合
に

は
、
他
の
判
断
要
素
も
用
い
て
ク
レ
ー
ム
解
釈
が
行
わ
れ
る
。
実
際
に
は
、
当
業
者
明
細
書
、
審
査
経
過

(
p

ro
se

cu
tio

n
h

isto
ry)

に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
特
許
さ
れ
た
発
明
の
範
囲
は
、
ク
レ
ー
ム
に
お
い
て
示
さ
れ
、
先
行
技
術
、
審
査
経
過
と
同
様
、
明
細
書

の
記
載
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
あ
る
ク
レ
ー
ム
用
語
に
関
し
て
、
明
細
書
に
お
い
て
、
先
行
技
術
の
問
題
点
を
解
決
す
る

装
置
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
例
の
記
載
が
限
定
事
項
と
な
る

(

�)

。

こ
の
ク
レ
ー
ム
の
解
釈
は
、
一
九
六
六
年
ま
で
は
伝
統
的
に
陪
審
員
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
陪
審
は
特
許
ク
レ
ー
ム
で
使

用
す
る
文
言
が
意
味
し
た
も
の
を
決
定
す
る
責
任
を
有
し
て
き
た
。
陪
審
は
、
特
許
の
ク
レ
ー
ム
文
書
の
解
釈
を
し
た
う
え
で
、
特

許
権
侵
害
の
有
無
の
事
実
認
定
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
特
許
訴
訟
に
お
け
る
陪
審
利
用
数
が
増
加
す
る
と
、

陪
審
ま
た
は
裁
判
官
の
ど
ち
ら
が
特
許
ク
レ
ー
ム
の
言
語

(
te

rm
)

を
解
釈
す
る
の
が
公
正
な
の
か
に
つ
い
て
は
争
点
と
な
っ
て

き
た
。

一
九
六
六
年
の
マ
ー
ク
マ
ン
対
ウ
エ
ス
ト
ビ
ュ
ー
・
イ
ン
ス
ツ
ル
メ
ン
ツ
事
件

(

�)

に
お
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
ク
レ
ー
ム
解
釈

は
裁
判
所
の
判
断
事
項
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
の
領
域
を
超
え
る
事
項
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
こ
の
マ
ー
ク
マ
ン
事

件
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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原
告
マ
ー
ク
マ
ン
は
、
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
事
業
で
衣
料
品
を
追
跡
す
る
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
特
許
侵
害
で
ウ
エ
ス
ト
ビ
ュ
ー

社
を
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
東
部
地
区
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
訴
え
た
。
他
方
、
被
告
ウ
エ
ス
ト
ビ
ュ
ー
社
は
自
ら
の
製
品
は
、
光

学
読
取
装
置
に
よ
っ
て
衣
類
に
添
付
さ
れ
た
タ
グ
上
に
バ
ー
コ
ー
ド
表
示
し
た
顧
客
名
、
衣
類
名
、
料
金
を
読
み
と
っ
て
請
求
管
理

を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
は
、
マ
ー
ク
マ
ン
特
許
の
ク
レ
ー
ム
の
中
に
あ
る

｢

在
庫｣

(
in

v
e

n
to

ry)

と
い

う
専
門
用
語
の
意
味
が
争
点
と
な
っ
た
。

同
地
裁
の
陪
審
は
、
マ
ー
ク
マ
ン
の

｢

在
庫｣

が
、
衣
類
だ
け
で
な
く
金
銭
や
請
求
管
理
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
主
張
を
認
め
、

ウ
エ
ス
ト
ビ
ュ
ー
社
に
よ
る
マ
ー
ク
マ
ン
特
許
の
侵
害
を
認
め
る
評
決
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ウ
エ
ス
ト
ビ
ュ
ー
社
は
、

当
該
特
許
お
よ
び
そ
の
申
請
履
歴
に
よ
れ
ば
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
特
許
ク
レ
ー
ム
が
被
告
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
装
置
に
は
拡
大

で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
法
律
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
裁
判
官
に
よ
る
判
断
を
要
求
し
た
。

同
地
裁
裁
判
官
は
、
当
該
特
許
に
関
連
し
た
文
献
の
検
討
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
申
立
て
を
認
め
、
法
律
問
題

と
し
て
の
判
断

(
ju

d
g

m
e

n
t

as
a

m
atte

r
o

f
law
)

に
も
と
づ
い
て
陪
審
評
決
を
覆
し
、
非
侵
害
の
判
決
を
下
し
た
。
特
許
権
者

の
マ
ー
ク
マ
ン
は
、
同
地
裁
裁
判
官
の
判
断
が
ク
レ
ー
ム
解
釈
に
関
す
る
陪
審
裁
判
を
保
障
し
た
憲
法
第
七
修
正
に
違
反
す
る
と
主

張
し
、C

A
F

C

に
控
訴
し
た
。C

A
F

C

が
地
裁
判
決
を
支
持
し
た
た
め
合
衆
国
最
高
裁
に
上
告
さ
れ
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
の
判
決
で
、｢

特
許
ク
レ
ー
ム
中
の
専
門
用
語
を
含
む
特
許
の
解
釈
は
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
官
の
領

域
に
属
す
る｣

と
し
て
、C

A
F

C

の
判
断
を
支
持
し
た

(

�)

。

ス
ー
タ
ー

(
S

o
u

te
r)

裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ク
レ
ー
ム
解
釈
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯
、
裁
判
官
と
陪
審
員
の
ク
レ
ー
ム

解
釈
能
力
、
さ
ら
に
普
遍
的
な
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
確
立
、
の
三
つ
の
観
点
か
ら
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
主
体
者
は
誰
で
あ
る
べ
き
か
を
検
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討
し
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
観
点
に
お
い
て
も
裁
判
官
の
方
が
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
主
体
と
し
て
は
好
ま
し
い
と
判
断
し
た

(

�)

。

ス
ー
タ
ー
裁
判
官
は
第
七
修
正
の
古
典
的
な
法
的
分
析
を
行
っ
た
。
ス
ー
タ
ー
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
第
七
修
正
で
保
持
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利
は
、
憲
法
修
正
条
項
が
採
択
さ
れ
た
時
に
英
国
コ
モ
ン
ロ
ー
の
も
と
で
存
在
し
て
い
た
権
利
で
あ
る
と
し
、

｢

当
時
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
が
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
て
い
た
か｣

ど
う
か
に
つ
い
て

｢

歴
史
テ
ス
ト｣

を
用
い
て

｢

特

許
権
侵
害
訴
訟
が
、
陪
審
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い｣

と
し
た

(

�)

。
し
か
し
、｢

一
九

世
紀
の
諸
判
例
に
よ
っ
て
も
、
陪
審
に
特
許
の
専
門
用
語
の
意
味
の
解
釈
を
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い｣

と
し
、

｢

歴
史
と
先
例
が
は
っ
き
り
し
た
答
え
を
出
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
官
と
陪
審
の
ど
ち
ら
に
専
門
用
語
を
定
義
さ
せ
る
か

を
選
ぶ
に
は
、
機
能
性
の
考
慮
が
有
用
で
あ
る｣

と
し
、
ク
レ
ー
ム
文
言
の
解
釈
に
関
し
て
は
第
七
修
正
に
よ
る
規
定
で
は
明
確
で

な
い
た
め
、
こ
れ
を
陪
審
か
裁
判
官
か
の
い
ず
れ
に
分
担
さ
せ
る
か
の
判
断
基
準
を
他
の
根
拠
に
求
め
、
先
例
お
よ
び
陪
審
と
裁
判

官
の
解
釈
能
力
や
経
験
の
機
能
的
な
考
慮
と
比
較
を
行
っ
た

(

�)

。

裁
判
官
は
、
例
え
ば
契
約
書
や
制
定
法
の
よ
う
な
書
面
を
解
釈
す
る
訓
練
を
受
け
、
経
験
も
あ
る
。
文
書
の
解
釈
こ
そ
、
裁
判
官

が
い
つ
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
解
釈
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
陪
審
よ
り
良
い
仕
事
が
で
き
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め

特
許
ク
レ
ー
ム
言
語
の
意
味
を
解
釈
す
る
の
に
は
陪
審
よ
り
も
よ
り
適
任
で
あ
る

(
b
e

tte
r

su
ite

d)

と
し
た
。
特
許
権
侵
害
事
件

に
お
け
る
特
許
の
ク
レ
ー
ム
解
釈
は
法
律
問
題
で
あ
り
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
一
方
、
侵
害
事
実
の
有
無
の
判
断
は
事
実

問
題
で
あ
り
、
陪
審
の
領
域
で
あ
る
と
し
た

(

�)

。

こ
の
マ
ー
ク
マ
ン
判
決
に
よ
っ
て
ク
レ
ー
ム
解
釈
を
確
定
す
る
た
め
の
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ

(

ま
た
は

｢

マ
ー
ク
マ
ン
審

理｣

と
い
う)

が
制
度
化
さ
れ
た
。
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マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
ほ
ぼ
終
わ
り
段
階
に
差
し
掛
か
っ
た
時
に
、
ま
た
は
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
終

了
後
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
陪
審
の
選
任
手
続
き
の
前
に
、
あ
る
い
は
公
判
が
始
ま
っ
た
あ
と
で

も
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、
多
く
の
事
案
で
は
、
実
際
の
正
式
事
実
審
理
が

始
ま
る
前
に
特
許
ク
レ
ー
ム
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
と
く
に
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
日
程
を
入
れ
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
お
こ
な

う
。
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
考
慮
さ
れ
る
証
拠
は
、
二
種
類
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
先
に
述
べ
た
ク
レ
ー
ム
の
内
部
証
拠
と
外

部
証
拠
で
あ
る
。
内
部
証
拠
は
、
特
許
申
請
文
献
お
よ
び
特
許
申
請
経
歴
か
ら
成
る
。
外
的
証
拠
は
、
専
門
家
の
証
言
、
鑑
定
な
ど

で
あ
る
。

特
許
権
侵
害
訴
訟
で
は
、
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
い
た
後
に
、
和
解
等
で
解
決
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

(

�)

。

(

３)
e

B
ay

判
決
と
差
止
め
の
制
限

１

e
B

ay

判
決

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
い
っ
た
ん
特
許
権
の
侵
害
お
よ
び
特
許
の
有
効
性
が
裁
可
さ
れ
る
と
、
裁
判
官
は

ほ
ぼ
自
動
的
に
恒
久
的
な
差
止
命
令

(
p

e
rm

an
e

n
t

in
ju

n
ctio

n)

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
企
業
の
活
動
や
操
業
停
止
が
可
能
と

な
る
差
止
命
令
の
脅
威
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
特
許
権
者
の
兵
器
の
中
で
も
最
も
強
力
な
武
器
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
こ
の
脅
威
に
よ
っ
て
被
告
の
特
許
権
侵
害
者
が
、
差
止
め
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
高
額
の
和
解
金
の
支
払
い
を
選
択

す
る
決
定
要
因
と
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
が
二
〇
〇
六
年
五
月
一
五
日
に
下
し
たe

B
ay

事
件
判
決

(

�)

は
、
そ
う
し
た
状
況
を
大
き
く
転
換
す
る
も
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の
と
な
っ
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
の
判
決
で
特
許
権
侵
害
事
件
に
お
け
る
差
止
命
令
の
認
容
に
関
す
る
基
準
を
厳
格
な

方
向
へ
と
変
更
し
た
。

e
B

ay
社
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
ネ
ッ
ト
通
信
販
売
を
手
掛
け
て
い
る
最
大
手
の
会
社
で
あ
る
。M

e
rc

E
x

ch
an

g
e

社
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
市
場
で
売
買
を
行
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
合
衆
国
特
許
を
有
し
て
お
り
、
自
ら
は
こ
の
特
許
を

実
施
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ラ
イ
ン
セ
ン
ス
を
与
え
て
許
諾
料
を
取
る
こ
と
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
い
た
。
同
社
は
、e

B
ay

社
に
特
許
ラ

イ
セ
ン
ス
を
供
与
す
る
た
め
の
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
金
銭
面
で
折
り
合
わ
ず
、
合
意
に
は
至
ら
な
か
っ
た
た
め
、
同
社

は
、e

B
ay

社
に
対
し
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た
。

二
〇
〇
三
年
に
同
地
裁
の
陪
審
は
、e

B
ay

社
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
価
格
固
定
販
売
プ
ロ
セ
ス
や

｢

即
買｣

(
B

u
y

It
N

o
w
)

機
能
に
つ
い
てM

e
rcE

x
ch

an
g
e

社
の
特
許
を
故
意
に
侵
害
し
た
と
認
定
し
、e

B
ay

に
二
九
五
〇
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
評
決
を
下

し
た

(

�)

。

M
e

rcE
x

ch
an

g
e

社
は
、e
B

ay

社
の
営
業
に
つ
い
て
差
止
め
を
求
め
て
い
た
が

(

差
止
め
は
法
の
問
題
で
あ
り
裁
判
官
が
決
定
し
、

事
実
の
問
題
を
判
断
す
る
陪
審
は
関
与
で
き
な
い)
、
同
地
裁
裁
判
官
は
、M

e
rcE

x
ch

an
g
e

社
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
専
門
会
社
で
あ

り
特
許
を
実
施
し
て
い
な
い
た
め
損
害
賠
償
の
方
が
よ
り
適
切
な
救
済
方
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
問
題
と
な
っ
た
特
許
は
、
問
題
の
多

い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
特
許
で
あ
り
、
ク
レ
ー
ム
範
囲
も
不
明
確
な
こ
と
を
あ
げ
、
公
益
を
害
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
恒
久
的
差
止

め
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。

し
か
し
、C

A
F

C

は
、
当
該
特
許
は
有
効
で
あ
り
、
特
許
侵
害
が
あ
れ
ば
差
止
め
を
認
め
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
原
則
で
あ
る

と
地
裁
判
決
を
逆
転
さ
せ
た

(

�)

。e
B

ay

社
は
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た

(
�)
。
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ト
ー
マ
ス

(
T

h
o

m
as)

裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
差
止
め
を
認
め
る
か
否
か
の
決
定
は
、
地
裁
が
衡
平
法
上
の
観
点
を

考
慮
し
て
、
そ
の
裁
量
で
決
定
す
る
、
と
し
、
下
記
の
四
要
素
テ
ス
ト

(
fo

u
r-facto

r
te

st)

を
設
定
し
、
権
利
者
が
そ
れ
ら
を
立

証
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
こ
の
四
要
素
テ
ス
ト
と
は
、

①
権
利
者
が
回
復
不
能
な
損
害

(
irre

p
arab

le
in

ju
ry)

を
受
け
て
い
る
こ
と
、

②
そ
の
損
害
補
償
に
は
金
銭
的
賠
償
金
の
よ
う
な
法
律
上
利
用
可
能
な
救
済
が
適
切
で
な
い

(
in

ad
e

q
u

ate
to

co
m

p
e

n
sate)

こ
と
、

③
侵
害
者
と
権
利
者
と
の
間
の
困
難
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
上
で
衡
平
法
上
の
救
済

(

差
止)

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、

④
恒
久
的
差
止
め
に
よ
っ
て
公
共
の
利
益

(
p

u
b

lic
in

te
re

st)

を
害
し
な
い
こ
と
、

で
あ
る

(

�)

。

最
高
裁
判
所
主
席
裁
判
官
の
ロ
バ
ー
ツ

(
R

o
b
e

rts
Jr.)

(

ス
カ
リ
ア
お
よ
び
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
が
同
調)

の
同
意
意
見
で
は
、
上

記
の
新
し
い
四
要
素
テ
ス
ト
が
こ
れ
ま
で
のC

A
F

C

の
用
い
て
き
た
テ
ス
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
。
つ
ま
り
、｢

遅
く
と
も
一
九
世
紀
前
半
か
ら
、
裁
判
所
は
大
多
数
の
特
許
訴
訟
で
侵
害
が
認
定
さ
れ
る
場
合
に
、
差
止

命
令
に
よ
る
救
済
を
認
め
て
き
た｣

の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
前
例
を
継
続
す
べ
き
だ
と
し
た

(

�)

。

他
方
、
ケ
ネ
デ
ィ

(
K

e
n

n
e

d
y)

裁
判
官
の
同
意
意
見

(

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
、
ス
ー
タ
ー
お
よ
び
ブ
レ
イ
ヤ
ー
が
同
調)

は
、
あ

る
種
の
タ
イ
プ
の
特
許
紛
争
は
、
過
去
に
提
示
さ
れ
た
紛
争
と
は
相
当
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
状
況
に
よ
っ
て
、

裁
判
所
は
侵
害
者
に
対
す
る
差
止
命
令
を
否
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
は
、
①
原
告
の
特
許
が

ビ
ジ
ネ
ス
方
法
特
許

(
b

u
sin

e
ss

m
e

th
o

d
p

ate
n

t)

で
あ
る
場
合
、
②
原
告
の
特
許
が
、
被
告
の
製
造
す
る
規
模
の
大
き
な
製
造
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物
の
中
の
ほ
ん
の
小
さ
な
構
成
部
品
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
③
原
告
の
特
許
が
、
商
品
を
製
造
し
、
販
売
す
る
た
め
の
基
礎
と
し

て
で
は
な
く
、
主
に
特
許
実
施
料
を
得
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
場
合
、
で
あ
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
原
告
の
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
を
否
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
た

(

�)

。

最
高
裁
は
、
地
裁
お
よ
びC

A
F

C

の
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
は
誤
っ
て
い
る
の
で
破
棄
す
る
と
し
、
審
理
をC

A
F

C

へ
差
戻
し
た
。

(

�)

特
許
権
侵
害
訴
訟
の
懲
罰
賠
償
は
、
填
補
賠
償
の
三
倍
の
賠
償

(
tre

b
le

d
am

ag
e

s)

が
課
せ
ら
れ
る
。
意
図
的
な
特
許
権
の
侵
害

訴
訟
と
懲
罰
的
賠
償
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、see
T

h
o

m
as

F
.

C
o

tte
r,

A
n

E
con

om
ic

A
n

a
lysis

of
E

n
h

a
n

ced
D

a
m

a
ges

a
n

d
A

ttorn
ey’s

F
ees

for
W

illfu
l

P
a

ten
t

In
frin

gem
en

t,
1

4
F

E
D
.

C
IR

.
B

.J.
2

9
1
(

2
0

0
4)

at
3

0
7

�10
.

(

�)
S

ee
F

E
D
.

R
.

C
IV

.
P

R
O

C
.

P
.

2
6(

f)
.

こ
れ
は

“
m

e
e

t
an

d
co

n
fe

r”

ル
ー
ル
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
当
事

者
は
、
裁
判
所
と
の
裁
判
前
打
ち
合
わ
せ
ま
で
の
二
一
日
以
内
に
当
事
者
間
で
面
談
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

(

�)

口
頭
に
よ
る
デ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、see

F
E

D
.

R
.

C
IV

.
P

.
3

0

、
書
面
に
よ
る
デ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、see

F
E

D
.

R
.

C
IV

.
P

.
3

1
.

(

�)
S

ee
F

E
D
.

R
.

C
IV

.
P

.
3

3
.

(

�)
S

ee
F

E
D
.

R
.

C
IV

.
P

.
3

4
.

(

�)
S

ee
F

E
D
.

R
.

C
IV

.
P

.
3

6
.

(

	)

サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
重
要
な
事
実
に
関
す
る
真
正
の
争
点

(
g
e

n
u

in
e

issu
e

o
f

m
ate

rial
fact)

が
な
い
場
合
に

下
さ
れ
る
。
参
照
、E

d
w

ard
B

ru
n

e
t,

M
a

rk
m

a
n

H
ea

rin
gs,

S
u

m
m

a
ry

Ju
d

gm
en

t,
a

n
d

Ju
d

icia
l

D
iscretion

,
9

L
E

W
IS

&
C

L
A

R
K

L
.

R
E

V
.

9
3
(

2
0

0
5)

.

提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
事
実
上
の
争
点
が
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
事
実
審
理
は
陪
審
に
委
ね
ら
れ
な
い
。
特

許
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
マ
ー
ク
マ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
後
に
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。S

ee

D
av

id
L

.
S

ch
w

artz,
E

xp
la

in
in

g
th

e
D

em
ise

of
th

e
D

octrin
e

of
E

qu
iva

len
ts,

2
6

B
E

R
K

E
L

E
Y

T
E

C
H
.

L
.J.

1
1

5
7
(

2
0

1
1)

.
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(

�)

特
許
訴
訟
と
民
事
陪
審
の
関
係
に
つ
い
て
は
、see

G
ary

M
.

H
n

ath
an

d
T

im
o

th
y

A
.

M
o

lin
o
,

T
h

e
R

oles
of

Ju
d

ges
a

n
d

Ju
ries

in

P
a

ten
t

L
itiga

tion
,

1
9

F
E

D
.

C
IR

.
B

.J.
1

5
(

2
0

0
9)

;
A

lan
N

.
H

e
rd

a,
N

o
te

s
an

d
C

o
m

m
e

n
ts

:
W

illfu
l

P
a

ten
t

In
frin

gem
en

t
a

n
d

th
e

R
igh

t
to

a
Ju

ry
T

ria
l,

9
T

E
X
.

W
E

S
L

E
Y

A
N

L
.

R
E

V
.

1
8

1
(

2
0

0
3)

;
B

.D
.

D
an

ie
l,

T
h

e
R

igh
t

of
T

ria
l

b
y

Ju
ry

in
P

a
ten

t
In

frin
gem

en
t

C
a

ses,
2

8
R

E
V
.

L
IT

IG
.

7
3

5
(

2
0

0
9)

;
W

e
sle

y
A

.
D

e
m

o
ry

,
P

a
ten

t
C

la
im

O
b

viou
sn

ess
in

Ju
ry

T
ria

ls
:

W
h

ere’s
th

e
A

n
a

lysis,
6

J.
B

U
S .

&
T

E
C

H
.

L
.

4
4

9
(

2
0

1
1)

.

(

�)

特
許
の
ク
レ
ー
ム(

claim
)

解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
参
照
。C

h
ristian

E
.

M
am

m
e

n
,

P
a

ten
t

C
la

im
C

on
stru

ction
a

s
a

F
orm

of
L

ega
l

In
terp

reta
tion

,
1

2
J.

M
A

R
S

H
A

L
L

R
E

V
.

IN
T

E
L

L .
P

R
O

P
.

L
.

3
9
(

2
0

1
2)

.

(

�)

し
た
が
っ
て
、
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
考
慮
要
素
は
、｢

用
語｣

の
有
す
る
通
常
の
意
味
、
発
明
の
詳
細
な
説
明
の
記
載
、
出
願
当
時
の

技
術
常
識
、
出
願
経
過
に
お
け
る
陳
述
と
な
る
。S

ee
P

e
te

r
S
.

M
e

n
e

ll,
M

atth
e

w
D

.
P

o
w

e
rs

&
S

te
v
e

n
C

.
C

arlso
n
,

P
a

ten
t

C
la

im

C
on

stru
ction

:
A

M
od

ern
S

yn
th

esis
a

n
d

S
tru

ctu
red

F
ra

m
ew

ork
,

2
5

B
E

R
K

E
L

E
Y

T
E

C
H
.

L
.J.

7
1

1
(

2
0

1
0)

.

(

�)
H

erb
ert

M
a

rk
m

a
n

a
n

d
P

ositek
,

In
c.

v.
W

estview
In

stru
m

en
ts,

In
c.

a
n

d
A

lth
on

E
n

terp
rises,

In
c.,

5
1

7
U

.
S
.

3
7

0
(

1
9

9
6)

.

(

�)
Id

.
at

3
7

2
.

(

�)
Id

.
at

5
9

1
.

(

�)

歴
史
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
丸
田
隆

『

ア
メ
リ
カ
陪
審
制
度
研
究
―
ジ
ュ
リ
ー
ナ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に』

(

一
九
八
八
年
、

法
律
文
化
社)

三
〇
四
―
〇
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)
H

erb
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M
a

rk
m

a
n

,
su

p
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n
o
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4

6
,

at
3

8
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.
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5
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.
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)
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p

ra
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o
te

4
2
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(

�)
eB

a
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v.
M
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xch

a
n

ge
L

.L
.C

.,
5

4
7

U
.S

.
3

8
8
(

2
0

0
6)

.

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、see

S
te

v
e

S
e

id
e

n
b
e

rg
,

T
roll

C
on

trol:

T
h

e
S

u
p

rem
e

C
ou

rt’s
eB

a
y

D
ecision

S
ets

B
a

ck
P

esk
y

‘P
a

ten
t

T
rolls’
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A

m
erica

n
In

n
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tion
,

D
ep

en
d

in
g

U
p

on
W

h
ich

S
id

e

Y
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’re
O

n
,

9
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A
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B
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A
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5

0
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.
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(

�)
M

ercE
xch

a
n

ge,
L

.L
.C

.
v.

eB
a

y,
In

c.,
2

7
5

F
.

S
u

p
p
.

2
d

6
9

5
(

E
.D

.
V

a.,
2

0
0

3)
(

Ju
d

g
e

Je
ro

m
e

B
.

F
rie

d
m

an
,

U
n

ite
d

S
tate

s

D
istrict

C
o

u
rt

fo
r

th
e

E
aste

rn
D

istrict
o

f
V

irg
in

ia.)

(
�)

M
ercE

xch
a

n
ge,

L
L

C
v.

eB
a

y,
In

c.,
4

0
1

F
.3

d
1

3
2

3
(

F
e

d
.

C
ir.,

2
0

0
5)

at
1

3
3

8
.

(

�)
eB

a
y,

su
p

ra
n

o
te

5
3
,

at
3

9
1
.

(

�)

伝
統
的
な
四
要
素
テ
ス
ト
は
、
優
位
な
原
告
に
恒
久
的
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
、
特
許
法
の
も
と
で
生
じ
て
い
る

紛
争
当
事
者
に
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
際
に
、
衡
平
法
裁
判
所

(
co

u
rts

o
f

e
q

u
ity)

に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
き
た
テ
ス
ト

で
あ
る
。Id

.

(

�)
Id

.
at

3
9

6
.

(

�)
Id

.
at

3
9

7
.

(

�)
Id

.
at

3
9

4
.

ま

と

め

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
強
力
な
武
器
で
あ
っ
た

｢

差
止
め｣

がe
B

ay

判
決
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け

た
こ
と
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
は
、
二
〇
一
二
年
に
特
許
法
改
正

(
A

m
e

rican
In

v
e

n
ts

A
ct:

A
IA
)

を
行
い
、
従
来
の
先
発
明
者
主

義
か
ら
先
願
主
義
へ
と
方
向
性
を
変
え
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
今
後
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
活
動
の
抑
制
を
招
く
よ
う
に

思
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る

｢

差
止
め｣

が
一
律
に
禁
止
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
、
加
え
て
ア

メ
リ
カ
の
特
許
法
改
正
が
、
法
的
に
も
事
実
的
に
も
従
来
の
先
発
明
者
主
義
を
放
棄
し
、
完
全
な
る
先
願
主
義
へ
と
変
化
し
た
の
か

ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
パ
テ
ン
ト
・
ト
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ロ
ー
ル
の
活
動
が
抑
制
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
訴
訟
提
起
は
減
少
傾
向
を
示
し
て
い

な
い
し
、
し
か
も
損
害
賠
償
額
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
訴
訟
を
武
器
に
し
て
活
動
し
や
す
い
環
境
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
け
る
特
許
権
の
保
護
規
定
と
そ
れ

自
体
が
重
要
な
国
家
政
策
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
り
、
そ
の
た
め
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
制
約
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
彼
ら
の
行
為
は
当
然
の
権
利
主
張
で
あ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
戦
略
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
た
と
き
に
企
業
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
取
る
べ
き
か
に
つ
い
て
日
ご
ろ
か
ら

考
え
、
備
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
備
え
て
取
る
べ
き
対
応
は
、
事
前
準
備
と
事
後
対
応
の
二
段
階
に
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い

て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
会
社
か
ら｢

御
社
の
あ
る
製
品
が
わ
れ
わ
れ(

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル)

の
保
有
す
る
特
許
権
を
侵
害
し
て
い
る｣
と
の
一
通
の
警
告
書
が
届
い
た
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
起
こ
り
う
る
事
態
を
想
定
し
た
上
で
の

適
切
な
対
処
が
必
要
と
な
る
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
主
張
す
る
特
許
と
当
該
企
業
の
製
品

(

の
特
許)

と
の
関
係
の
分
析
が
必

要
と
な
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
専
門
家
に
よ
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
複
数
の
意
見
書
や
鑑
定
書
を
得
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の

際
に
は
、
当
該
の
特
許
の
有
効
性
の
調
査
と
検
討
と
、
自
社
製
品
と
当
該
特
許
と
の
関
係
調
査
が
重
要
と
な
る
。
仮
に
上
記
に
つ
い

て
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
主
張
を
否
定
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
次
に
と
る
べ
き
ス
テ
ッ
プ
は
、
法
的
、
財
政
的
選
択
の
問
題
と

な
る
。
つ
ま
り
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
要
求
す
る
金
額
の
早
期
支
払
の
方
が
低
額
と
な
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
パ
テ
ン
ト
・

ト
ロ
ー
ル
の
要
求
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
も
法
廷
で
争
う
か
で
あ
ろ
う
。

法
廷
で
争
う
と
な
れ
ば
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
の
当
該
特
許
の
有
効
性
に
問
題
点
は
な
い
か
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
は
当
該
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特
許
を
ど
こ
ま
で
拡
大
解
釈
し
て
い
る
か
、
特
許
の
該
当
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
さ
ら
に
当
該
特
許
の
適
用
範
囲
の

ク
レ
ー
ム
解
釈
か
ら
自
社
製
品
を
除
外
で
き
る
よ
う
な
前
例
、
ま
た
は
特
許
の
有
効
性
自
体
を
無
効
化
で
き
る
前
例
を
見
つ
け
ら
れ

る
可
能
性
は
な
い
か
の
検
討
が
必
須
と
な
る

(

�)

。

他
国
の
企
業
に
比
べ
て
日
本
企
業
の
場
合
は
、
法
廷
闘
争
に
持
ち
込
む
よ
り
も
で
き
る
だ
け
初
期
の
段
階
で
要
求
額
に
近
い
金
銭

の
支
払
い
を
し
て
問
題
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
訴
訟
に
要
す
る
費
用
と
結
果
と
し
て
の
損
害
賠
償
額
の
大
き
さ
、
さ

ら
に
は
日
本
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
ネ
ー
ム
に
与
え
る
傷
や
そ
の
恐
れ
や
大
き
さ
な
ど
が
そ
の
よ
う
な
決
定
を
選
択
さ
せ
る
理
由
の
一
つ

で
あ
ろ
う
が
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
企
業
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
格
好
の
攻
撃
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
現
実
も
無
視
で
き
な
い
。

法
的
紛
争
が
、
今
ま
で
の
よ
う
に
国
内
で
完
結
す
る
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
海
外
に
広
が
っ
た

構
造
と
な
っ
て
お
り
、
い
つ
の
場
合
も
、
日
本
企
業
が
外
国
で
の
訴
訟
の
被
告
と
な
っ
た
り
、
各
種
委
員
会
へ
の
被
提
訴
者
に
さ
れ

る
と
い
う
事
態
が
待
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
の
現
場
の
相
変
わ
ら
ず
の
内
向
き
志
向
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
際
訴
訟
の
事

態
が
生
じ
る
と
、
対
応
に
戸
惑
い
、
結
局
、
後
手
に
後
手
に
と
ま
わ
り
、
最
後
に
は
外
国
の
法
律
事
務
所
に
言
い
値
で
事
案
の
解
決

を
丸
投
げ
し
て
い
る
と
い
っ
た
あ
り
方
自
体
が
、
そ
も
そ
も
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
対
策
以
前
に
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
側
面
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

二
〇
一
一
年
九
月
に
オ
バ
マ
大
統
領
が

｢

リ
ー
ヒ
ー
・
ス
ミ
ス
・
ア
メ
リ
カ
発
明
法
案｣

(
L

e
ah

y
-S

m
ith

A
m

e
rica

In
v
e

n
ts

A
ct)

に
署
名
し
て
こ
の
法
案
が
成
立
し
た
。
こ
の
成
立
し
た

｢

二
〇
一
二
年
ア
メ
リ
カ
発
明
法｣

(
A

m
e

rica
In

v
e

n
ts

A
ct

、
略
し
てA

IA
)

は
、
ア
メ
リ
カ
の
こ
れ
ま
で
の
先
発
明

(
first-to

-in
v
e

n
t)

主
義
か
ら
先
願

(
first-to

-file)

主
義
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
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て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
、
一
年
間
の
グ
レ
ー
ス
・
ピ
リ
オ
ド

(
o

n
e

y
e

ar
g

race
p

e
rio

d)

制
度
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
か
つ
て
か
ら
先
発
明
者
主
義
の
補
強
に
直
結
し
た
制
度
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
運
用
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

｢

リ
ー
ヒ
ー
・
ス
ミ
ス
・

ア
メ
リ
カ
発
明
法
案｣

に
つ
い
て
、
法
案
の
成
立
史
を
丁
寧
に
追
っ
た
の
が
、Jo

e
M

atal,
A

G
u

id
e

to
th

e
L

egisla
tive

H
istory

of
th

e

A
m

erica
In

ven
ts

A
ct:

P
a

rt
I

of
II,

2
1

F
E

D
.

C
IR

.
B

.J.
4

3
5
,(

2
0

1
1)

an
d

P
a

rt
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of
II,

2
1

F
E

D
.

C
IR

.
B

.J.
5

3
9
(

2
0

1
2)

で
あ
る
。

な
お
、
日
本
語
文
献
と
し
て
は
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ウ
ェ
グ
ナ
ー
、
パ
ヴ
ァ
ン
・
ア
ガ
ワ
ル
他

｢

特
集

≪

米
国
特
許
法
改
正≫

解
説
―
米
国

特
許
改
正
法
の
概
要
と
実
務
へ
の
影
響｣

『

パ
テ
ン
ト』

六
五
巻
四
号

(

二
〇
一
二
年)

三
頁
以
下
を
参
照
。
こ
の

｢

二
〇
一
二
年
ア
メ

リ
カ
発
明
法｣
に
つ
い
て
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評
価
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分
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れ
る
。S

ee
T
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パ
テ
ン
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ト
ロ
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す
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提
案
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論
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下
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文
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R
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(
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＊
本
稿
を
デ
イ
・
ピ
ッ
ト
ニ
ー
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
法
律
事
務
所
の
故
樫
葉
幸
夫
弁
護
士
お
よ
び
本
学
経
済
学
部
名
誉
教
授
の
故
山
本
栄
一
先

生
に
捧
げ
る
。
樫
葉
幸
夫
弁
護
士
か
ら
は
実
務
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
特
許
訴
訟
の
現
実
に
つ
い
て
手
ほ
ど
き
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
山
本

栄
一
教
授
か
ら
は
投
資
と
財
産
の
証
券
化
に
つ
い
て
多
く
の
情
報
と
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
二
人
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
本
稿
は

完
成
し
な
か
っ
た
。
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＊
な
お
、
本
研
究
は
二
〇
〇
九
年
度
日
本
経
済
研
究
奨
励
財
団

(

日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー)

に
よ
る
奨
励
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

本
研
究
の
支
援
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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Legal Strategy of Patent Troll :

Structure and Reality of U.S. Patent Litigation

Takashi MARUTA

This article tries to analyze the structure and legal strategy of the “patent

trolls.” The word of “patent troll” indicates a person or an entity that seeks

to acquire license fee or damages through the means of patent infringement

law suit in reference to their own patents. This word was first used origi-

nally by Peter Detkin of the former co-founder of Intel Corporation based

upon his own experience of the patent right infringement litigation. He de-

fined “patent troll” as follows : “A patent troll is somebody who tries to make

a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention

of practicing and in most cases never practiced.” (Brenda Sandburg, Trolling

for Dollars, RECORDER, July 30, 2001, at 1.) Patent trolls do not make use of

their patents, manufacture or sell products, but they aggressively fish around

patents through internet or bid tendering from the private inventors or the

bankrupted enterprises solely for the purpose of filing of patent right in-

fringement law suit.

Originally the term of “troll” is described as a “monster” living in the cave

appearing in the Scandinavian fairy tales that lived under beneath of a bridge

and occasionally came to appear suddenly to threat a passing traveler to rip

off food, goods and money. Patent troll is just the same image as a troll

“monster” of the Scandinavian tradition because he came to appear to threat

the target when the intended quarry earned enough money in the market

and demanded payment of the money.

There will be of no matter when the legitimate patent holder claims

against the unlawful patent infringer through asking license royalty or dam-

ages by the litigation, because the patent right is constitutionally protected

in the United States (by U.S. Constitution Article 1, section 8�(8)).
However the image of “patent troll” is not a good one and it is sometimes

called as “patent pirates,” “patent litigation firms,” “professional patent
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litigants” or “patent assertion companies” because of their sole purpose is to

sue others to earn.

Patent trolls own plenty of patents but do not produce tangible things by

using their patents and it is, therefore, frequently named as the “Non-

Performing Entities (NPE).” Accordingly NPE holds their own patents but

do not manufacture products by themselves. Nonetheless contrary to NPE

such as universities and private research institutions, patent trolls have, as

a business reason of existence by themselve, a clear aim and intention to

scoop up patents from an investment reason. Patent trolls are to focus upon

finding targeted companies and ask money by either urging loyalty payment

or threatening an infringement of patent law suit to gain damages.

In this article, the legal strategy as well as financial features of the patent

troll is analyzed and described. Thus the conformation of the patent troll is

first analyzed and examined, and, then, the legal strategy and its maneuver

are taken into consideration in relation with the cases of the U.S. Supreme

Court related to the patent trolls in Chapter 1. The Constitutional frame

work is discussed and analyzed to comprehend from historical and cultural

background of the US patent system followed by the evaluation of the legal

rights in Chapter 2. Finally, the structure and procedure of the US patent

litigation system are discussed by referring to the cases in Chapter 3.

(Note : This study was granted with the fund of the Japan Economic

Research Foundation in 2009. I feel grateful to the generous research

support given to me.

I would also like to dedicate this article to both late Mr. Yukio

Kashiba, Esq. (Day Pitney LLP, New York) who gave me a valuable ex-

perience to have been involved in the patent litigation, and late

Professor Emeritus Eiichi Yamamoto, who encouraged me to study pat-

ent financial system and to publish this paper. Without these distin-

guished persons, I could not have done this work.)




